
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報

第
十
三
号

(昭
和
六
十
年
三
月
十
八
日
)

《
源

順

伝
》
断

章

1

安
和
の
変
前
後
ま
で
の
文
人
と
し
て
の
順
1

神

野

藤

・
昭

夫

源
順

の
生
涯

ぼ
、
文
章
生
と
な

り
撰
和
歌
所
寄
人
と
な

っ
た
時
期
と
、
安
和

の
変
前
後

の
時
期
と
を

目
安
と

し
て
、
大
き
く

三
区
分

し
て
把
握
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
前

稿
(「国
文
学
科
報
」
第
12
号

昭
59

.
3
)
で
は
、
第

二
期
す
な
わ

ち

安
和

の
変
前
後

に
い
た
る
ま
で
の
、

順
の
官

人
と

し
て
の
履
歴
を
中
心

に
検
討

を
試

み
た
。
本
稿
で
は
、
同
時

期
に
お
け
る
文

人

(漢
詩
文
作
家
)
と

し
て
の
側

面
に

つ
い
て
考
え
て
ゆ
ぎ
た

い
。

は
じ
め
に
、

こ
の
時
期
に
属
す
る
と
推
定
さ
れ
る
作
品
と
事
蹟

と
を
列
挙
す

れ
ば
、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

ω

「
初
冬
於
二
栖
霞
寺

一

同
賦
二
霜
葉
満
ン
林
紅

一

応
二
李
部
大
王
教

一

(
『本
朝
文
粋
』
巻
十

詩
序
三

木
)

②

「沙
門
敬

公
集
序
」

(『本
朝
文
粋
』
巻
八

書
序
)

③

天
徳
三
年
詩
合

へ
の
参

加
(『
天
徳
三
年
闘
詩
行
事
略
記
』
)

㈲

応
和

元
年

三
月
の
冷
泉

院
に
お
け

る
花
宴

へ
ゆ
参
加
(
『扶
桑
略
記
』
)

⑤

「後

三
月
陪

二都
督
大

王
華
亭

一

同
賦
二
今
年

又
有
7
春

各
分
一二

字

齢

応
ン
教
」
(『本
朝
文
粋
』
巻
八

詩
序

一

時
節
)

㈲

「
三
月

三
日

於
二
西
宮
池
亭

一

同
賦
二
花
開
已
匝
7
樹

応
ン
教
」
(『本

朝
文
粋
』
巻
十

詩
序
三

木
)

Gり

「
暮
春
於
二
浄
闍
梨
洞
房

一

同
賦
二
花
光
水
上
浮

一」

(『本
朝
文
粋
』
巻
十

詩
序
三

木
)

⑧

「
冬

日
於
二
神
泉
苑

一

同
賦
二
葉
下
風
枝
疎

こ

噛
(
『本
朝
文
粋
』
巻
十

詩

序
三

木
)

⑨

勧
学
会

に
参
加

か
。

ゆ

「
夏
日
陪

盖右
親
衛

源
将
軍
初
読

二論
語

一

各
分
二
一
字

一(探
二得
迷
守

為
二句
躰
一

)

(『
扶
桑
集
』
巻
九

・
『本
朝
文
粋
』
巻
九

詩
序
二

論
文
)

本
稿

は
、
右

の
諸
作
品
と
事
蹟
と

に
つ
い
て
、
そ

の
粗
描
と
基
礎
的
な
考
証

[1一
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を
加
え
る
こ
と
を
目
的

と
す

る
。

年
時

の
判

明
す

る
作
品
と
事
蹟
と

を
追
求
す

る
だ
け

で
は
、
も
と

よ
り
順
の

文
人
的
な
活
躍
を

ト
ー
タ
ル
に
把
握

し
え
な

い
。
年
時
推
定

の
か
な
わ

ぬ
作
品

群
も
数
多
く
残
さ
れ

て
い
る
。
順

の
詩
文

は
、

『
天
徳

三
年
闘
詩
行
事
略
記
』

『
扶
桑
集
』

『
本
朝
文
粋
』

『
朝
野
群
載
』
等
に
み
え
、
そ

の
詩
片
も
、

『
和

漢
朗
詠
集
』
『
新
撰
朗
詠
集
』
『
和
漢
兼
作
集
』

『
類
聚
句
題
抄

(類
題
古
詩
)
』

『
江
談
抄
』
等
に
み
え
て

い
る
。
詩
片

の
う
ち

い
く

つ
か
は
、
現
在

す
る
詩

文

か
ら
採
ら
れ
た
も

の
で
あ
る

こ
と
が
確
認

で
き

る
が
、
そ
の
ほ
か
は
不
明
で
あ

る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば

『
和
漢

朗
詠

集
』

の
場
合

、

『
和
漢
朗
詠
集

私
記
』

『
和
漢
朗

詠
集

注
』
等

に
よ

っ
て
、
そ

の
出
典

と
な

っ
た
詩
題

を
知

る
こ
と
が

で
き

る
わ
け
で
、

順
が
多
く

の
詩
作

を
残

し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
年

時

不
明
の
作
品

や
断

片
的

な
詩
片
群

の
存
在
、
そ
れ
ら
を
射
程

に
入
れ

て
論
ず

る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
、
今
後

の
課
題
と

し
て
あ
ら

か
じ

め
確
認

し
て
お
か
ね

ば
な

る
ま

い
。
ま
た
、
当
代

の
記
録
類

の
中

に
は
、
順

の
存
在

こ
そ
確
認

で
き

な

い
も

の
の
、
順
が
参
加

し
て
い
て
も
お

か
し
く
な

い
よ
う
な
詩
宴

の
場
を
多

く
知

る
こ
と
が

で
き
る

し
、
ま
た
、
当
代

の
文
人
た

ち
の
活
躍

の
場
と
順

の
そ

れ
と
を
比
較
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
順

の
文
人
と
し

て
の
位
相
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
、
と

い
う

こ
と
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
当
代
に
お
け
る
順

の
文

学
者

と
し
て

の
特

異
な
あ
り
か
た
を
考
え
る
と
き
、
文

人
と
し
て
の
側
面

と
歌
人
と

し
て

の
側
面
と
を
分
離

し
て
把

握
す

る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
両
者

を
融
合
併

呑
し
て
ゆ
く

よ
う

な
あ
り
か
た
に
こ
そ

目
が
向
け

ら
れ

る
必
要
が
あ

る
。
順
が

も

し
物
語
作
者

で
あ

っ
た
と
す
れ
ぽ
、
彼

の
雑
食
的
と
も

い
う

べ
き
文
学
的
営

為

の
特

性
こ
そ
が
問
題

に
さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
な

る
ま

い
。

こ
の
よ
う
な
問

題
意
識
を
失
念
し

て
い
る
わ
け
で

は
な

い
が
、
本
稿

で
は
そ
う
し
た
問
題
に
真

正
面
か
ら
と
り
く
む

こ
と
を
課
題
と
し
な

い
。
そ
れ
ら

の
問
題

に

つ
い
て
は
い

ず

れ
稿

を
改

め
て
論
ず

る
機
を
得

る
と

し
て
、

さ
し
あ

た
り
本
稿

で
は
、
先

に

記

し
た
事
項

の
基
礎
的
考
証
と
覚
書

の
作
成

に
終
始
す

る
こ
と

に
な

る
。

ω

初
冬
、
李
部
大
王
(式
部
卿
宮
)
重
明
親
王
は
、
嵯
峨
の
栖

霞
寺

を
訪
れ

、

チ
テ

ニ

ナ
リ

「
霜
葉
満
ン
林
紅
」

の
題

の
も
と
に
詩
宴

を
催

し
た
。

そ

の
折
の
詩
序

を
順
が

草
し
て

い
る
わ
け

で
あ
る
。
前
稿

(「
国
文
学
科
報
」
第
12
号
)
に
お
い
て
述
べ
た

よ
う
に
、

こ
の
詩
宴
は
、
天
暦
七
年

(九
五
三
)
十

月
、
順
四
十
三
歳

の
折

の
こ

と
と
推
定
し
う
る
。

ハ

ノ

ス
ル

「
栖
霞
寺

者
、
本

栖
霞
観

也
。
昔

丞
相
遊
息
」
と
書
き

だ
さ
れ

る
よ
う

に
、

栖
霞
寺

は
、
か

つ
て
左
大

臣
源
融
の
山
荘

で
あ

っ
た
栖
霞
観

を
、
そ

の
没
後
、

注
1

寺

に
改

め
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

「昔
、
漢

の
江
都

王
で
あ

っ
た
劉

建

は
、
勁
捷

を
好

み
、

七
尺
の
屏
風

を
跳

び
こ
え
、

ま
た
淮
南

王
で
あ

っ
た
劉

注
2

安

は
、
神
仙

を
求

め
て
、

一
朝
雲

に
の

っ
て
と

び
さ

っ
だ
。
そ
れ

に
対

し
、
わ

が

王
重

明
親

王
は
、
勁
捷
を
好

ま
ず
、
神
仙
を
求

め
ず
、
閑
中
に
山
水
を
た

の

し
み
、

秋
す
ぎ

て
の
景
物
を

た
の
し
み
あ
じ
わ
わ
れ

る
」
、

と

い

っ
た
対
比

の

文
脈
が
出

て
く

る
ゆ
え

ん
も
、
道
教
な

い
し
神
仙
趣
味
酌
な
志
向

に
も
と
つ
く

「
観
」
と

の
比
較
意
識

に
よ

る
も

の

で

あ

ろ

う
。
そ

の

「
観
」

の
面
影
は
、

「
泉
石
之
声
」
と
し
て
残
り
、
今
、
大
王

は
こ
れ
を
寺
と
し
て

い

っ
そ
う
盛
ん

に
し
、
香
花

の
供
が
た
え
な

い
、
と
あ
る

の
は
、
た
び
た
び
供

料
を
献

じ
、

そ

の
室

で
黴

子
女
王
(村
上
後
宮
の
斎
宮
女
御
)
の
母
に
あ

た
る
寛

子

(忠
平
女
)
の
没

後

、
周
忌
法
会
に
際
し
、
新

堂
を
建
立

し
、

「
金
色
等
身
釈
迦
如
来
像

一
躰
」

【
2一



注
3

を
安
置
し
た

こ
と
、
な
ど
を
さ
す

の
で
あ
ろ
う
。
今

の
清
凉
寺
釈
迦
堂
は
、
後

・年
、
喬
然
が

「
正
身

の
釈
迦
」
と
し
て
知
ら
れ
る
釈
迦
如
来
像
を
宋
よ
り
将
来

し
、
栖
霞
寺
内

の
釈
迦
堂
に
奉
安

し
、
清
凉
寺
と
号
し
た

こ
と
に
由
来
す
る
。

そ
れ
と

は
別

に
、
そ

の
前
身
と
も

い
う

べ
き
釈
伽
堂
を
重
明
親
王
が
す

で
に
建

立

し
て
い
た
、
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

と

こ
ろ
で
、
重
明
親
王

は
、

こ
の
栖
霞
寺
と

い

っ
た
い
ど

の
よ
う
な
関
係

に

あ

っ
た
の
だ

ろ
う

か
。
重
明
親
王

は
、
醍
醐
天
皇

の
第

四
皇
子
と

し
て
、
延
喜

六
年

(
九
〇
六
)
に
誕
生

し
た
が
、
そ

の
母

は
、
大
納

言
源
昇
女

で
あ

っ
た
。
そ

の
昇

の
父

こ
そ
昔

の

「
丞
相
」
源

融
に
あ
た

る
わ

け

で

あ

る
。
融

の
子
息

に

は
、
昇

の
兄

に
な
る
大
納

言
湛
ら
が

い
る
が
、

融
を
祖
と
す

る

一
門

で
、

入
内

し
て
皇

子
皇
女

を
あ
げ

た
も

の
は
ほ
か
に
い
な

い
。

一
門

の
人

々
に
と

っ
て
、

重
明
親
王

は
希
望

の
星
と
も

い
う

べ
き
存
在

で
あ

っ
た
ろ
う
。
重
明
親

王
誕
生

の
と
き
、

融
は
す

で
に
世
を
去

っ
て
い
た
(寛
平
七
年

〔
八
九
五
〕
薨
、
七
十
四
歳
)

が
、
昇

は
存
命

で
あ

っ
て
五
十

八
歳

(延
喜
十
八
年

〔九

一
八
〕
薨
、
七
十
歳
)
で
あ

っ
た
。
栖
霞
観

が
栖
霞
寺

に
改
め
ら
れ
た

の
は
、

融

一
周
忌
の
寛
平

八
年

(
八

注
4

九
六
)
の
こ
と
、
晩
年
、

阿
弥
陀

信
仰

に
傾

い
て

い
た
融

の
意
を
汲

ん
で
阿

弥

陀

如
来
像
が
安
置
さ
れ
た
と

い
う
が
、
今
も
造
立
当
時

の
面
影
を
伝

え
る
阿

弥

陀
三
尊
が
、
栖
霞
寺
阿
弥
陀
堂

の
名
残
り
を
示
す
も

の

(今
の
阿
弥
陀
堂
じ
た
い

は
文
久
三
年

〔
一
八
六
三
〕
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
)
と
し
て
、
清
凉
寺

本
堂

に
向

か

っ
て
右
手

の
阿
弥
陀
堂

に
伝
え
ら
れ

て

卦
る

(今
は
宝
物
殿
に
収
め
ら
れ

て
い
る
)
。
こ
の
寺
を
重
明
親
王
が

「
紹
隆
」

(前
人
の
業
を
承
け
、
さ
ら
に
盛
ん
に

す
る
意
)
し
た
、

と

い
う
表
現
を
考
慮
す
れ
ば
、

栖
霞
寺

は

一
門

の
私
寺
で
あ

注
5

っ
て
、
特

に
重
明
親

王
に
帰
属
す

る
寺

で
あ

っ
た
と
判
断

で
き

よ
う
。

重
明
が

主
催

す
る
、

こ
の
よ
う

な
遊
宴

の
席

に
順
は
招

か
れ
、
詩
序
を
草

し

て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、

順
が
親

王
に
招

か
れ

た
の
は
ど

の
よ
う
な

理
由

に
よ
る
も

の
と
考
え
た
ら

よ
い
か
。

順
と
重
明
親
王
と

の
直
接
的
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
資

料
は
ほ
か
に
な
い
。

『
大
日
本

史
料
』
(第

一
篇
の
二
十

永
観
元
年
是
歳
二
二
八
ぺ
)
で
は
、
『
源
順
集
』

に
み
え
る
、
歌
を
闕

い
た
詞
書

「
久
し
く

つ
か
さ
た
ま
は
ら
て
、
式
部

卿
の
み

や
よ
り
大
盤
所
に
た
て
ま

つ
ら
す

る
な
か
う

た
」

を
あ
げ

、
重

明
親

王
と

考
証

傍
書
し
て
、
同
親

王
と

の
交
渉
を
示
す
も

の
と
み
て

い
る
。

こ
れ
は
別
稿

に
お

い
て
検
討
す
る
と

こ
ろ

で
あ
る
が
、

『
順
集
』

の
年

代
順
的
構

成
と
同
歌
の
位

置
及
び
そ

の
内
容

「
久
し
く

つ
か
さ
た
ま

は
ら

で
」
か
ら
考
え
て
、
安
和

の
変

以
後
、
任

官
に
め
ぐ
ま
れ
ず
逼
塞
し
て

い
た

こ
ろ

の
も

の
と
判
断
さ
れ
る
。
重

明
親
王
は
、
順
が
よ
う
や
く
文
章
生
と
な

っ
た
翌
天
暦
八
年

(九
六
八
)
に
四
十

九
歳

で
薨
じ
て

い
る

の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
を
重
明
親
王
と

の
関
係
を
示
す
も

の

と
み
る

こ
と

は
で
き
な

い
。

と

こ
ろ
で
、
右

の
詞
書

は
、

「
あ

る
と

こ
ろ

の
前
栽
あ

は
せ
の
歌

の
判
」
と

「
は
し
め
の
冬

か
の
え
さ

る
の
よ
、
松

の
こ
ゑ

よ
る
の
こ
と

に
い
る
と

い
ふ
た

い
し
て
た

て
ま

つ
る
う
た

の
序
」
と

の
間

に
は
さ
ま
れ
た
も

の
で
、
前
者

は
天

禄

三
年

(九
七
二
)
八
月

二
十

八
日
規

子
内
親
王
前
栽
歌
合
と
推
定
さ
れ

る
も

の

で
あ

り
、
後
者

は
、
貞

元
元
年

(
九
七
六
)
十
月

二
十
七

日
、
斎
宮
規
子
内
親
王

家

に
お
け

る
歌
序

で
あ

っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
斎
宮
が
侍
従

の
厨
家

に
遷
御
さ
れ

て
い
る
折
、
庚
申

の
夜

の
詠
歌

(
一
〇
八
番
歌
)、
野
宮

に
お
い
て
前
栽
を
植
え

た
折

の
詠
歌

(
一
〇
九
番
歌
)、
斎
宮
群
行

の
の
ち
、
広
幡
中
納
言
帰
京

に
際

し

て

の
詠

歌

(
一
二
五
番
)、

な
ど
が
あ

り
、
「
さ
き

の

い
つ
み
の
か
み
み
な
も
と

の
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順

の
朝

臣
な
ん
、
お
ほ
や
け
に
は
な
し

つ
ほ
の
五
人
か
う
ち
に
め
さ
れ
、
み
や

に
は
お
も

と
ひ
と

八
人
か
う

ち
に
て
さ
ふ
ら
ひ
し
人
な
り
」

(「あ
る
と
こ
ろ
の
前

栽
あ
は
せ
の
歌
の
判
」
の
歌
序
)
と
も
あ

る
よ
う

に
、

順

は
後
年
、

斎
宮
規
子
内

親
王

に
近
侍

し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

規
子
内
親
王

は
、
村
上
天
皇

の
皇
女
と
し

て
、
天
暦

三
年

(
九
四
九
)
に
誕
生

(寛
和
二
年

〔
九
八
六
〕
五
月
十
五
日
薨
、

三
十
八
歳
よ
り
逆
算
。

『
日
本
紀
略
』

『
本

朝
皇
胤
紹
運
録
』
ほ
か
に
よ
る
)
し
て

い
る
が
、

そ

の
母

は
、

徽
子
女
王
す
な
わ

ち
重
明
親
王

の
女

で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
後
年
、
順
が
な
ぜ
斎

宮
規
子
内
親
王

の
も
と
に
仕
え
る
よ
う

に
な

っ
た
か
、
と

い
う
問

い
を
た
て
て
み
る
と
、
重
明

親

王
に
繋
が

る
縁
に
由
来
す
る
と
考
え
る

の
が
穏
当

で

あ

ろ

う
。
逆
に

い
え

ぽ

、
順
と
重
明
親
王
と

の
関
係
も
ま
た
、
親
王
が
偶

々
文
人

の
ひ
と
り
と
し
て

順
を
招

い
た
こ
と
に
由

来
す
る
と
想
定
す
る
よ
り
、
も

っ
と
色
濃

い
関
係
を
想

定

す
る
ほ
う
が
自

然
で
あ
る
。
と
す

れ
ば

、
両
者
に
嵯
峨
源
氏

一
門

と

い
う

共

通

項
が

浮
ぴ
あ
が

っ
て
く
る
。
順

の
曽
祖

父
、
す

な
わ
ち
順
↓
攀
↓

至
↓
定
と

さ
か
の
ぼ

る
順
の
家
系

に
お
い
て
、
定

は
融
と
兄
弟

に
あ

た

る

わ

け

で
あ

っ

た
。こ

の
よ
う

に
考
え

て
く

る
と
、

こ
の
栖
霞
寺

に
お
け

る
詩
宴
が
、
重
明
親
王

が
盟
主

た
る
に
ふ
さ

わ
し
い
場

で
あ

り
、
融

一
門
を
も
包
摂
す

る
と

こ
ろ
の
嵯

峨
源
氏

一
族

の
胤

で
あ

る
順

に
、
格
別

の
恩
顧
を
も

っ
て
詩
序
を
草

せ
し

め
て

ひ
び
き

い
る
、
と

い
う

ふ
う

に
み
え

て
く
る
。

「
管
絃

の
韻

清

う

し

て
、
亀
山

の
曲

(
琴
曲
)
聞
奏

し
、
詩
酒

の
興
尽
き

ぬ
」
と
あ

る
が
、
親
王

は
箏

の
名
手

(『
秦

箏
相
承
血
脈
』
)

で
あ

っ
て
、
親
王
も
ま
た
管
絃
を
く

つ
ろ
ぎ
た

の
し

ん
だ

こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
順
は
、

「
順
暮
年
に
桂
を
折

っ
て
、
寒
夜
蓬
に
臥
す
。
幸
に
大

王
の
光

塵
に
陪

る
。
豈

小
人
の
景
福

に
あ
ら
ず

や
」

と
述
べ
る
け
れ
ど
も
、

こ

れ
が
、
彼

の
文
章

生
及
第

の
直

後
と
推
定

さ
れ

る
こ
と
は
、
そ
こ
に
重

明
親

王

の
、
順

に
た
い
す

る
祝
意

を
こ
め
た
配
慮
が
読

み
と
れ

は
し
な
い
か
、
と
考
え

ニ

ハ

る
わ
け

で
あ

る
。
ち
な

み
に
、

『
新
撰
朗
詠
集
』
(巻
上

紅
葉
)

に

「
紅
林

黷

套

・
げ

、
蕘

膨

墨

更
嚢

・
(鑾

鞴
林
紅
)
(以
下

同
集
の
引
畏

高
野
辰
之
編

『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
三

中
古
編

に
よ
る
)
と
あ
る

の
は
、

こ
の
と

き

の
宴
遊
に
お
け
る
菅
原
文
時

の
詩
片

で
あ
ろ
う
。
文
時

は
、
時
に
五
十
五
歳
、

注
6

大
内
記
従
五
位
下

の
頃

で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
文
時
を
さ
し
お
い
て
、
順

が

起
用
さ
れ
て

い
る
と

こ
ろ
に
も
、
重
明
親

王

の
配
慮
を
想
定
し
う

る
か
と
考

え
る
わ
け
で
あ
る
。

②

天
暦

八
年

三
月
二
十
八
日
、
順
は
尊
敬

上
人

の
詩

文
七

巻

を

編

録

、

「沙

門
敬

公
集
」

と
名
づ

け
、
そ
の
序

を
草

し
た
。

尊
敬

上
人
と

は
橘
在
列

の
こ
と

。
序
文

は
、
在
列
が
大

和
権

守
橘
秘
樹

の
第

三
子
で
あ

り
、
若
く

し
て
大
学

に
学
び
、
聡
識
抜
群

で
あ

っ
た

こ

と

を

記

し

て
、

た
だ

ち
に
在
列
と
源
英
明
と

の
交
友

に
紙
幅

を
割
く

。
英

明
は
、
在
列

の

文
藻
を
知

る
や
、
詩
を
応
酬
、
花
見
や
月
見

に
在
列

を
招

い
て
は
、
そ

の
才
能

を

め
で
か
つ
そ

の
不
遇
を
嘆

じ
た
と

い
う
。

三
十

に
し
て
文
章
生

に

補

せ

ら

れ
、
安
芸
介
、
弾
正
少
弼
と
歴
任

し
た
が
、
天
慶
七
年

(
九
四
四
)
冬
十
月
、
離

俗
し

て
叡
山
に
入

っ
た
。
だ
が
、
出
家
後
も
、
詩
魔
だ
け

は
降
伏
す
る

こ
と
か

注
7

な
わ
ず
、
詩
文
を
綴

っ
た
と

い
う
.
昔
、
王
朗

の
八
代

の
孫
が
徐

簷
事

の
旧
篇

を
拾

い
、
江
淹
が

一
時

の
友
と
し
て
范
別
駕

の
遺

文
を
集
め
、
そ
れ
ぞ

れ
序
を

記
し
お

い
た

の
に
な
ら

っ
て
、
拙

い
わ
が

身
で
は
あ
る
が
、
わ
ず

か

の
義
辞
勝
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句
が
人
に
知
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
あ
と
は
紙
墨
に
記
さ
れ
た
ま
ま
散
佚
す
る
の

を
惜
し
み
、
大
学
に
学
ん
だ

こ
ろ
よ
り
、
隠
棲
す
る
に

い
た

っ
た
時
ま
で
の
、

在
列

の
作

っ
た
詩
賦
、
歌
賛

、
啓
牒

、
記
状
、
呪
願
、
願

文
等

を
編
録

し
て
、

七
巻
と
成
し
た
、
と
記
す
。

こ

の
「沙

門
敬

公
集
序
」
、
と
く
に
在

列
と
英

明
の
交
友

と
順

と
の
関

わ
り
に

つ
い
て
は
、
旧
稿

(「国
文
学
科
報
」
第
9
号
)
に
お
い
て
す

で
に
論

じ
た
の
で
詳

細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が

、
不
遇
を
背
景

と
し
た
狐

独
感
が

二
人

の
美

し
い
交
友

の
支
え
と
し
て
あ

っ
た

こ
と
、
そ
の
縁

辺
に
二
十
代
後
半

か
ら

三
十
代

に
か
け

て

の
順
も

ま
た
な
じ
ん
で
、

「
五
嘆
吟
并

序
」
(『
扶
桑
集
』
巻
七

嘆
)

の
よ
う

な
沈
淪
不
遇
を
主
題
と
す
る
嘆
き

の
文
学

を
生

み
だ
す
素

地
を
な
し
て
い
る
、

と
考
え
て
み
た
わ
け
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
に
た

っ
て
み
る
と
き
、

順
が

「
沙
門
敬
公
集
」
を
編
む

に

際
し
て
、

そ

こ
に
外
的
要
請
が

か
り
に
あ

っ
た
と
し
た
と

こ
ろ
で
、
そ
れ

は
契

機

に
す
ぎ
ず
、

順
じ
し
ん
の
内
発

性
に
よ
り
強
く
支

え
ら
れ

た
仕
事

で
あ

っ
た

と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う

。
在
列

へ
の
私
淑
と
尊
敬
と
が
支

え
と

な

っ
て

お
り
、
そ

の
前
年

、
順
じ
し
ん
文
章
生
と

な

っ
て
人
生

の
ひ
と
区
切

り
を

つ
け

た
と

こ
ろ
で
、
自

ら
の
不
遇
時
代

を
も

ふ
り
か
え
る
よ
う
な
気
持

で
編
ま
れ
た

も

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

い
さ
さ

か
恣
意
的
と

の
批
判
を
う
け
そ
う

で
は
あ

る
が
、

「
沙
門
敬
公
集
」

の
編
録
と
そ

の
序
文

の
作
製

は
、
順

の
過
去

に
根
ざ

し
た
内
的
な
動
機

に
も
と

つ
く
も

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
後

の
世
間

の
評
価

は
さ

て
、
文
人
と
し
て

の
脚
光

と
評
価
を
支
え
と

し
て
、

い
わ
ば
外
発
的

に
作
ら
れ
た
も

の
で
は
な

い
こ
と
を

み
て
お
き
た

い
の
で
あ
る
。

③

天
徳

三
年

(九
五
九
)
八
月
十

六
日
、
清
涼

殿
の
村
上

天
皇

の
御
前

で
行

な
わ
れ
た

「闘
詩
之
遊
」

に
、
詩
人
と

し
て
出
席

し
た
。

こ
の
闘
詩
行
事

の
次
第

は
、

「
天
徳

三
年

八
月
十

六
日
闘
詩
行
事
略
記
」

に

詳

し
い
。

こ
の
日
、
勘
解
由
判
官

順
は
、
右
中
弁
菅
原
文
時
と
と
も

に
左
方

の
詩
人
と

み
ぎ
り

し
て
、
清
涼

殿
の
階
段

の
北

砌
に
伺
候

し
た
。
右
方

の
詩
人

は
、
参
議
大
江
維

時

と
式
部
大
輔
橘
直
幹

で
あ

っ
た
。
順

は
、
十

の
詩
題

の
う

ち
、
第

五
の

「
秋

光
変

二
山
水

匚
、

第

六
の

「
蛬
声
入
レ
夜
催
」
、

第
九

の

「
松
江
落
葉
波
」

の
三

題

の
詩
が
、

い
ず
れ
も
直
幹

の
詩
と
あ
わ
さ
れ
、
第

五
が
持
、
第

六
が
勝
、
第

九
が
負

で
、

一
勝

一
敗

一
引
分

の
成
績

で

あ

っ
た
。
文
時

は
、
維
時
と

一
首

持
、

二
首
負
、
直
幹
と

三
首
勝
、

一
首
負

で
、
左
方
と

し
て
は
、
四
番
勝
、

二

番
持

で
勝
負

は
左
右
引
き
分
け

に
終

っ
た
。
当

日
の
判
者

は
維
時
が

つ
と

め
た

が
、
維
時

は
御
倚

子
の
南
辺

に
伺
候

し
て
、
判
定

の
微
妙
な
も

の

に

つ

い
て

は
、
天
機
を
う

か
が

い
、
定

め
か
ね

る
も

の
は
勅
定
を
仰

い
で
お

り
、
村
上
天

皇

に
か
わ

っ
て
維
時
が
判
者
を

つ
と

め
た
と

み
る
の
が
適
切

で
あ

ろ
う
。

こ
の
日
に
先
立

っ
て
、
左
右

の
詩
人
念
人
が
定

め
ら
れ
た
が
、

「
当
時
好
文

之
輩

莫
下
不
レ
羨
ン
進

二此
列

一者
上
也
」
と

い
う
な

か
で
、
順

は
抜
擢
さ
れ
た

の

で
あ

っ
た
。
山

口
博
氏

は
、

「
天
暦

三
年

の
勅
命

に
よ

る
坤
元
録
屏
風
詩

に
関

係

し
た
の
は
、
朝
綱

・
直
幹

・
文
時

・
維
時

で
、
順

は
無
視
さ
れ
て

い
た
事
を

注
8

思
う
と
、
そ

の
進
出

の
著

し
さ

は
、
月
を
奪
う
も

の
が
あ
、る
」
と
述
べ
、
順

の

抜
癨
が
ど
れ

ほ
ど

の
も

の
か
、
坤
元
録

屏
風
詩

の
場
合
と
比
較
し
て

い
る

の
は

興
味
深

い
。
天
暦
十
年
、
左
大
弁
大
江
朝
綱
が
村
上
天
皇

の
勅
命
を
う
け
、
魏
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の
王
泰

の
地

理
書

『
坤
元
録
』
百
巻
か
ら
、
詩
題

二
十
を
選
び
、
朝
綱
、
文
章

博

士
橘
直
幹
、
大
内
記
菅
原
文
時
が
詩
を
作
り
、
式
部
大
輔
大
江
維
時
が
そ
れ

を
撰
定

し
、
右
衛
門
佐
小
野
道
風
が
字
を
書
き
、
采
女
正
巨
勢
公
忠
が
絵
を
か

い
て
、
八
帖

の
屏
風

に
し
た
と

い
う

(『
日
本
紀
略
』
)
。

こ
れ
が
、
『枕

草
子
』
に

「
坤
元
録

の
御
屏
風

こ
そ
、
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
れ
」

(新
潮
日
本
古
典
集
成

『枕

草
子
』
下

二
百
七
十
八
段
)
と
あ
る
、

い
わ
ゆ
る
坤
元
録
屏
風

で
あ
る
。
『
日
本

紀
略
』

に
は

「
天
暦

三
年
」
と
あ
る
が
、

『
江
談
抄
』
(第
四
)
に

「
天
暦
十
年

内
裏
御
屏
風
詩
」
と

し
て
、
文
時

の
坤
元
録
屏
風

の

一
節
が
引

用

さ

れ

て

い

る
。

『
大
日
本
史
料
』
(第

一
編
の
+
)

ば

「
大
江
朝
綱

ノ
左
大
弁

二
任
ゼ

ラ
レ

シ

バ
、
天
暦

五
年
正
月

三
十
目

ニ
シ
テ
、
大
江
維
時

ノ
式

部
権
大
輔

二
任
ゼ
ラ

レ
シ

バ
、
同
年

五
月

二
十

二
日

ナ
リ
」
と
注
し
、
天
暦
十
年

説
を
採
用
し
て

い

注
9

る
。

ひ
と
ま
ず
十
年
説
に
従
う

こ
と
に
し
た

い
。

『
江
談
抄
』

の
同
条

に
よ
れ

ぽ
、
紀
在
昌
が
、
坤
元
録
屏
風
詩

の
作
者

の
選

に
漏

れ
た

こ
と
を
隅
内

心
ひ
そ

か
に
嘆

い
た
、
と
伝
え
、
さ
ら
に

『
水
言
抄
』
で
は
、
愁

い
嘆

い
て
、
そ

の
た

め
に
病
気
と
な
り
死
去
し
た
、
と
ま
で
説
話
化
さ
れ
て

い
る
。
坤
元
録

屏
風
詩

に
関
わ
る

こ
と
が
、
当
代
を
代
表
す
る
文
人
と
し
て
、
非
常

な
栄
誉

と
み
ら
れ

て

い
た

こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

こ
の
と
き

中
心
と
な

っ
て
活
躍

し
た
鴻

儒
大
江
朝

綱
は
、

翌
天
徳

元
年

(九

五
七
)
二
月
二
十
八
日
に
七
十
三
歳

で
世

を
去

っ
て

お

り
、
天
徳

三
年
詩
合

で

は
、
順

は
、
文
時

・
維
時

・
直
幹
と
肩
を

な
ら

べ
、
朝
綱

の
あ
と

に
す

べ
り

こ

む

か

っ
こ
う

に
な

っ
て
い
る
わ
け

で
あ

る
。
天
徳

三

年

当

時
、
順

は
四
十
九

歳
。
大
江
維
時

(
七
十
二
歳
)、
菅
原
文
時

(
六
十

一
歳
)、
橘
直
幹
(不
詳
)
の
三

人

は
、

い
ず
れ
も
既

に
文
章
博
士
を
経
験

し
て
い
る
自
他
と
も
に
ゆ
る
さ
れ
た

存
在

で
あ

る
。

い
ま
、

こ
の
列
に
儒
職

の
キ

ャ
リ
ア
と
し
て
は

一
流
と

は
い
え

な

い
順
が
加
わ

っ
て

い
る
こ
と

は
、
ま

こ
と
に
瞠
目
す
べ
き
抜
擢
で
あ

っ
た
と

い
え

よ
う
。

こ
こ
で
は
、

「
遠
稽
二
唐
家

一

近
訪
二
我
朝

一

初
ン
自
二
彼
会
昌
好

文
之
時

一

至
二
于
元
和
抽
藻
之
世

一

雖
レ
馳
二
淫
放
之
思

一

未
レ
有
二
闘

詩
之

遊

一」

と

い
う
よ
う
な
晴
儀

の
場

で
、

順

の
実
力
が
認
め
ら
れ
だ
し
た

こ
と
を

見
届
け
る

こ
と
が

で
き

る
と
同
時
に
、

こ
う
し
た
晴
儀

で
脚
光
を
あ
び
6

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

の
力
量
を

い

っ
そ
う
広
く
認
め
ら
れ
て
ゆ
く
契
機
と
も
な

っ
た

こ
と
を
推
測
し
え
よ
う
。

フ

ニ

ハ

メ

リ

ヲ

こ
の
と
き
出
詠
し
た

「
秋
光
変
二
山
水

こ

の
う
ち

「
随
レ
嵐
落
葉

含
二
蕭
瑟

一

ク

ニ

ハ

ブ

ヲ

濺
レ
石
飛
泉
弄
二
雅
琴

一」

の

一
節
は

『
和
漢
朗
詠
集
』

(巻
上

落
葉
)

に
採
ら

れ
、
さ
ら
に

『
類
聚
句
題
抄
』
(
二

光
)

で
は
そ

の
ま
え
か
ら
、
「
煙
薄

半
残
鑪

岫
黛

月
明
斜
入
鏡
湖
心

随
嵐
落
葉
含
蕭
瑟

濺
石
飛
泉
弄
雅

琴
」

と
引

か

れ
て

い
る
(同
集
の
引
用
は
、

『
続
群
書
類
従
』
第
十
二
輯
上

に
よ
る
)
。
ま
た

「
蛬

　

ニ

ク
シ
テ

シ

ノ

ニ

カ
ニ
シ
テ

シ

声
入
レ
夜
催

」
で
は
、
「
蘗
辺
怨
遠
風
聞
暗

壁
底

吟
幽
月
.色
寒
」
が

、
直
幹

の

同
題

の
詩

の

一
節

と
な
ら
べ
て

『
和
漢
朗
詠

集
』
(巻
上

虫
、
蔡
は
叢
と
す
る
)

に
採
ら
れ
て

い
る
。

さ
て
、
こ
の
詩
合

に
お
い
て
、
順
が
抜
擢

さ
れ

た
背
景

に

つ
い
て
も
う
少

し

探

っ
て
お
き

た

い
。

八
月
十

六
日
の
闘
詩
行
事

は
、
当
月

一
日
、
村
上
天
皇

の
御
前

で
、
左
右

の

頭
が
定

め
ら
れ

る
と

こ
ろ
か
ら
始
ま

っ
た
。
行
事

の
企
画

に
村
上
天
皇

の
意
向

が
大
き
く

か
か
わ

っ
て
い
た
こ
と

は
ま
ち
が

い
が
な

い
。
頭

に
つ
い
で
方
人
が

定

め
ら
れ
、
十
事

の
御
題
が
下
さ
れ

て
い
る
。
し

か
し
、
実
際

の
行
事

の
企
画

運
営

は
、
頭
を
中
心

に
な
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き

で

あ

ろ

う
。
そ

の
左
頭
に

「6一



は
、
民
部
大
輔
源
保
光
が
、
右
頭

に
は
、
右
兵
衛
督
源
延
光
が
任
ぜ
ら
れ

て
い

る
。
彼
ら
が
、

い
か
に
詩
合
を
盛
り
あ
げ

る
べ
く
努

力
し
た
か
は
、
詩

の
清
書

に
、
当
時

「能

書
之

絶
妙
」
を
謳
わ
れ
た
小
野
道
風
を
起
用
す
る
た
め
に
、
た

が

い
に
競

い
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
か
ら
も
知
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
左
右
が
定

め
ら
れ
た
そ

の
日
に
、
左
方

は
ま
ず
消
息
を
送

り
、
右
方

は
行
事
衆
を
差

し
遣

し
、
左
右

一
時

に
道
風

の
門

に
到

り
、

た
が

い
に
自
陣

に
引
き

入
れ

よ
う
と

し

て
譲

ら
な
か

っ
た
。
十

五
日
朝
左
方
が
消

息
を
送

っ
た
と

こ
ろ
、
家
人
は
物
忌

と
称

し
て
意
を
通
じ
な

い
。

一
方
、
右
方

の
頭
延
光

は
、
強
引

に

門

を

ひ

ら

　

き

、
仕
方
な
く
出
て
き

た
道
風
を
車

に
の
せ

「
秕
杷
家
(
延
光
邸
)」
(箱
項
参
照
)

(

に
押
し

こ
め
て
、
清
書
さ

せ
、
夜
を
徹

し
て
宴
飲
し
た
。

こ
れ
を
聞

い
た
左
方

は
、
先
約
に
そ
む
く
と
上
奏

し
、
村

上
天
皇

の
仰

せ
に
よ
り
、
十

六
日
当

目
に

な

っ
て
道

風
は
左
方

の
詩
も
書

い
た
、
と
伝

え
て
い
る
。

こ
の
詩
合

の
左
右

の
頭

で
あ

っ
た
源
保
光

(延
長
二
年

〔九
二
四
〕
～
長
徳
元
年

〔九
九
五
〕
)
も
延
光

(延
長
五

〔九
二
七
〕
～
天
延
四
年

〔九
七
六
〕
)
も
、
醍
醐
天

皇

の
皇

子
で
あ

っ
た
代
明
親

王

(承
平
七
年

〔九
三
七
〕
薨
)
を
父
と
し
、
右
大
臣

定
方

の
女

を
母
と

し
て
生
れ

て
い
る
。
同
腹

の
長
兄
重
光

(延
長
元
年
〔
九
二
三
〕

～
長
徳
四
年

〔九
九
八
〕
)
も
、
右
方

の
方
人
と

し
て
名
を
連
ね

て
い
る
。

こ
の
と

き
、
保
光

は
三
十
六
歳
、
延
光

三
十

三
歳
、
重
光

三
十

七

歳

で

あ

っ
た
が
、

マ
マ

『
二
中
歴

』
で
は
名

臣
と

し
て
あ
げ
ら
れ
、

「
謂

二之
延
喜
時
之

三

光
」
と
あ

る
。
同
腹

の
姉
妹

に
は
、
庄

子
女

王
が
あ

っ
て
、
天
暦

四
年

(九
五
〇
)
に
は
村

上
天
皇

の
も
と
に
入
内

し
て
い
て
、
女
御
と

な
り
具

平
親

王
を
生

ん
で
い
る
。

順
は
、
10
項
に
み
る
よ
う

に
延
光
邸

に

し

ば

し

ば

出

入

り

し
、
具
平
親

ー
注
10

注
11

王
の
も

と
を
訪

れ
、
済
時

の
主
催
す

る
雅
遊

に
、
延
光

・
保
光

ら
に
廬
従

し
、

注
12

朝

成
の
仏
性
院
に
も
、
重
光

・
保
光

の
伴

を
す

る
な
ど
、
色

濃

い
関
係

に
あ

っ

た

こ
と
を
知
る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ
ら
は
、

い
ず

れ
も
後
年

の
こ
と
に
属

す

る
か
ら
、

こ
れ
を
前
提
と
す
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な

い
の
だ
が
、
左
右

の
頭
と
な

っ
た
源
保
光

・
延
光
兄
弟
が
、
源
氏
出
身

の
順
を
あ
え
て
抜
擢
し
た
、
と

い
う

事
情

は
想
定

し
う

る
か
も
知
れ
な

い
し
、
後
年

の
、

三
光
や
具
平
親
王
と

の
縁

が
、

こ
の
詩
合

の
人
事

に
よ

っ
て
強
く
結
ぼ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
、
と

は
い
え

る
よ
う
に
思
う
。

ω

応
和
元
年

(九
六

一
)
三
月
五
日
、
冷

泉
院
の
釣

殿
で
花
宴
が
開

か
れ
、

順
も
文
人

の

一
人
と
し
て
出
席

し
た
。

ま
た
、

こ
の
と
き
に
は
、
同
時
に
擬
文
章

生
試
が

中
島

で
行

な

わ

れ

て
い

る
。

い
わ
ゆ

る

「
放
島
之
試
」
で
あ
る
。

こ
の
花
宴

に
召
さ
れ
た
文
人
は
、

「
四
位
五
人
、
五
位
十
四
人
、
諸
司
六
位

四
人
、

文
章
得
業
生

二
人
、

文
章
生
三
人
、

擬
文
章
生
廿
人
、

学

生

二
人
」

(
『
日
本
紀
略
』
)

で
あ

っ
た
と

い
う
が
、

『
扶
桑
略
記
』
及
び

『
濫
觴
抄
』

(下

花
宴
)
に
よ
れ
ば
、

こ
の
中
に

「
勘
解
由
判
官
源
順
」

の
名
が
確
認
で
き

る

の

注
13

で
あ

る
。

「
諸
司
六
位
四
人
」

の
う
ち

の

一
人
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
順

の
任

勘
解
由
判
官

は
、
天
暦
十
年

(
九
五
六
)
の
こ
と
、
応
和
元
年

(九
六

一
)
は
長
官

か
た

朝
成

に

「
つ
か
れ
た
る
馬

の
詩
」
を

つ
く
り
、
さ
ら
に

「
長
歌
」
を
そ
え
て
、

「
勘
解
由
判
官

の
労

六
年
」

の
不
遇
を
訴
え
た
年
に
あ
た
る

(『順
集
』
、
前
稿
参

照
)こ

の
と
き

の
詩
題

は
、
「
花
光
水
上
浮
」
。
菅
原
文
時
が
序
を
献
じ
た
が
、
そ

の
詩
序

は
、

い
ま

『
本
朝
文
粋
』
(巻
十

詩
序
三

木
)
に
、
「
暮
春
侍
二
宴
冷
泉

一7【



院
池
亭

一
同
賦
二
花
光
水
上
浮

「

応

レ
製
」
と
し
て
み
る
こ
と
が

で
き

る
。
『
江

談
抄
』
(
六

長
句
事
)

に
よ
れ
ば
、
文
時

の
序

の
献
上
が
遅
れ
、
村

上
天
皇

は

.い

っ
た
ん
還
御
さ
れ

か
け
た
が
、
序

の
冒
頭

「
冷
泉
院
者

万
葉

之
仙
宮

百

花
之

一
洞
也
」

を
耳
に
す

る
に
お
よ
ん
で
と
ど
ま

っ
た
と

い
う
。
花
宴
が
冷
泉

院
で
行

な
わ
れ

た
の
は
、

こ
の
前
年
天
徳

四
年

(九
六
〇
)
九
月

二
十

三
日
に
内

　

裏
が

焼
亡
し
て
お
り
、
新
造

の
内
裏

に
も

ど
る
ま
で
、
冷
泉
院

に
遷
御

し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
順
が
、
花
宴

と

い
う
晴
れ

の
場
に
文

人
と

し
て
召
さ
れ

て
い
る

こ
と
を
、
偶

々
確
認
し
え
た
に
と
ど
ま
る
が
、

こ

の
ほ
か
に
も
、

こ
の
種

の
晴

れ

の
場
に
召
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
あ

っ
た

こ
と
を
想
像
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

な
お
、
ω
に
み
る
よ
う
に
、

「浄

闍
梨
洞
房
」
に
お

い
て
、

順
も

同
題

「花

光
水
上
浮
」

の
詩
序
を
草

し
て
い
る
。

⑤

応
和

元
年

(
九
六

一
)
後

三
月
、
都

督
大
王
(太
宰
帥
章
明
親
王
)
の
華

亭
に

お
け

る
詩
宴

に
出
席
、
詩
序
を
草
し
た
。
前
項

の
花
宴
か
ら

一
ヶ
月
ほ
ど
後
の

こ
と
で
あ

る
。

ニ

メ

「
後

三
月
」
と

は
、
閏

三
月

の
こ
と
、
さ

ら

に

文

申
に

「
于
ン
時
聖
暦
改
レ

ヲ元
」
と
あ

る
と

こ
ろ
か
ら
、
応
和
元
年

の
こ
と
と
推
定
さ
れ

る
。

こ
の
年

の
ニ

ニ

月

十
六
日
、

天
徳

か
ら
応
和
と
改
元
さ
れ
た

の
で
あ

っ
た
。

ま
た

「
于
レ
時
聖

メ

ヲ

タ

リ

ヲ

ニ

ハ

チ

ヘ

ヲ

暦
改
レ
元
、
老
春
得
レ
閏
。
案
頭
則
添
二
三
十
行
之
暦
日

一」
と
続

く

文

章

は
、

年
、
月
、

日
と

い
う
運
び

に
な

っ
て
お
り
、
白
楽
天

の
十

二
月

二
十

三
日
に
作

っ
た
詩

に

「
案
頭
暦

日
雖
レ
未
レ
尽
、

向
後
唯
残

六
七
行
」

(柿
村
重
松

『本
朝
文

粋
註
釈
』
に
指
摘
)
と
あ

る
表
現
を
考
え
あ
わ

せ
る
と
き
、
応
和
元
年
閏
三
月

一

日

の
こ
と

と
限
定

し
て
も

よ
い
か
と
思
う

(
た
だ
し
、
正
確
に
は
閣
三
月
は
二
十
九

日
ま
で
で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
)
。

都
督
大
王
と

は
、
通
説

で
は
章
明
親

王

の
こ
と
。

『
大
日
本
史
料

』
(第

一
篇

の
十
)
や

『
大
宰
府

・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
(第
四
巻
)
で
は
、
章

明
親

王
と

マ

マ

す

る
が
、
根
拠

は
明
示
さ
れ
て

い
な

い
。

『
本
朝
皇

胤
紹

運
録

』
に
は

「
三
品

弾
正
尹
、
兵
部
輔
」
と
あ
り
、

『
日
本
紀
略
』
や

『
一
代
要
記
』
に
は

「
二
品

弾
正
尹
」
と
あ

る
ば
か
り

で
、
太
宰
師
歴
任

の
こ
と

は
記
さ
れ
て

い
な

い
が

、

天
徳

三
年

(九
五
九
)
二
月

二
十

二
日
、
内
宴
が
あ
り
、
章
明
親
王
に
帯
剣
が
聴

さ
れ

た
こ
と
が

『
日
本
紀
略
』

お
よ
び

『
九
暦
』

に
出

て
お
り
、
さ
ら
に

『
北

山
抄
』

(三

内
宴
)

に

「
御
遊
之
次

帥
親
王
帯
剣
」
と

み

え
、
章

明

親

王

が
、

こ
の
時
点

で
太
宰
帥

で
あ

っ
た

こ
と
を
知

る
こ
と
が

で
き
る
。
だ
が
、
親

王
は
い

つ
太
宰
帥

に
任
ぜ
ら
れ
、

い

つ
そ

の
任
を
解

か
れ
た

の
で
あ
ろ
う

か
。

迫
徹
朗

氏
は
、
章
明
親

王
は
天
徳

二
年

(
九
五
八
)
に
帥

に
任
ぜ
ら
れ
、
応
和
元

注
14

年

(九
六

一
)
閏

三
月
兵
部

卿
に
転

じ
た
、
と

の
見
方
を
提
示

し
て
い
る
。
章
明

親

王

の
前

の
太
宰

帥
有

明
親

王
が
、

天
徳

二
年

に
元
長
親

王
の
あ
と
を
受
け

て

兵
部
卿
に
転

じ
、

そ
の
兵
部

卿
有

明
親

王
が
応
和

元
年
閏

三
月

二
十
七

日
に
薨

去
す
る
に
及
ん
で
、
そ

の
あ
と
を
再

び
章

明
親

王
が
継
ぎ
、
兵
部

卿

に

転

じ

た
、
と

の
推

定
に
も

と
つ

く
。
従
う

べ
き
見
解

で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
章
明

親

王
が
、
太

宰
帥
か
ら
兵
部

卿

へ
と
転
ず

る
直
前

の
詩
宴

で
あ

っ
た
、
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
③

項
の

『
天
徳

三
年
闘
詩
行
事
略
記
』

に
、
伺
候

し
た

「
王
公
卿
士
」

の
筆

頭
に
み
え
る

「
太
宰
帥
親

王
」
と

は
、
章
明
親

王
の

こ
と
で
あ

っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

章

明
親

王
は
醍
醐
天
皇

の
皇

子
、
母

は
更
衣
藤
原
桑
子
、
堤
申
納
言
兼
輔

の
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女

で
あ

る
。
(
『本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
)
。
永

祚

二
年

(九
九
〇
)
九
月

二
十

二
日
に
六

十

七
歳

で
薨
じ

て
い
る
か
ら
、
今
年
応
和
元
年

(九
六

一
Y
に

は
三
十
八
歳

で
あ

っ
た
。
応
和

二
年
、
藤
原
兼
家

は
兵
部
大
輔
と
な

っ
た
が
、
そ

の
と
き

の
兵
部

卿
宮

は
、
章
明
親
王

で
あ

っ
た
わ
け

で
、

『
蜻
蛉

日
記
』
中
巻
に

は
、
宮
と
兼

家
と

の
贈
答

に

つ
い
で
、
宮
が
道
綱
母
に
懸
想
文
を
贈

っ
た

こ
と
が
み
え
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ

は
こ
の
翌
年

の
こ
と

で
あ

る
。

『
大
和
物
語
』

で
は
、

「
弾
正

の
み
こ
」

の
名

で
登
場
、

監

の
命
婦

に
懸
想
す
る
話
が
出

て
く
る

(
78
・
79
段
)

が
、
弾
正

尹
に
転

じ
た
の
は
、
応
和

四
年

(九
六
四
)
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

こ

の
と
き

よ
り
さ
ら

に
後
年
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

こ
れ
ら

の
話
か
ら
和
歌
に
堪

能

な
風
流
人

の
面
影
を
想
起
す

る
こ
と
が

で
き

る
。
ま
た
、
後
藤
昭
雄
氏

は
、

章
明
親

王
の
詩
作
を
示
す
も

の
と

し
て
、
天
暦

四
年
七
月
七
日
、
章
明
親
王
以

下
が
詩
を
献

じ
管
弦
を
奏

し

た

こ
と

(『北
山
抄
』
巻
三

花
宴
事
)
、
天
暦
四
年

十

月
八
目
の
残
菊
宴

に
お
い
て
、
時

に
上
総
太
守

で
あ

っ
た
章
明
親
王
が

コ
霜

花
満

二叢
菊

一」

の
題

で
詩

を
賦

し
て
い
る
こ
と

(
『西
宮
記
』巻
五
所
引
『
吏
部
記
』
)
、

注
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の
二
例

を
、

こ
の
詩
宴

に
先
だ

つ
事
例
と

し
て
あ
げ

て
い
る
。
順

は
、

こ
の
と

ハ

す
い
ナ
リ

き

(本
項
)
の
詩
序

で

「
大
王
才
華
清
英
徳
宇
凝
邃
」
、
す
な
わ

ち

華
や
か

な
才

能

に
秀

で
た
奥
深

い
器
量

の
持
主
と
讃
え

た
け
れ
ど
も
、
文
事
を
風
流
と
し
て

た
の
し
み
、
人
を
惹
き

つ
け

る
よ
う
な
存
在

で
あ

っ
た

の
で
も
あ
ろ
う
。

ニ

ノ

ナ

リ

こ
の
と
き

の
舞
台

は
'
「
洛
城
以
東

有
一二

勝
地

一。
都
督
大
王
之
深
宮
也
」

と
書
き
だ
さ
れ

る
よ
う

に
、
章
明
親
王
邸

で
あ

っ
た
。
章
明
親
王
邸

の
所
在
に

つ
い
て
は
、

岡

一
男
氏
が
夙
に

『
政
事
要
略
』

(巻
六
十
九
)
に
、

「
東
北
辺
之

ニ

ニ

末
、
鴨
河
堤
内

有
二
弾
正
尹
章
明
親
王
之
第

一。
爰
殿
上
人
五
位
以
上
六
位

以

ニ

リ

ク

キ
ユ

セ

ニ

リ

ヲ

ジ

ヲ

ス

下
、
遊
覧
之
次
、
依
下
無
二
家
人

一無
中
垣
墻
上

信
レ
馬
通
ン
家

案

ン
轡
帰

洛
」

と

注
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い
う
記
事

の
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
.
(岡
氏
は
、
こ
の
記
事
は

一
条
朝
の
初
め

と
み
て
い
る
)。

角

田
文
衛
氏
は
、

こ
れ
に

つ
い
て

「
上

に

見

え

た

『東
北

辺

末
』
と

は
、

『
東

の
北
辺
大
路

の
末
』

の
意
味
で
あ
る
。

『
北
辺

』
と
は

『
北

辺
大
路
』

の
こ
と
で
、
そ
れ
は

『
一
条
大
路
』
の
別

名

で

あ

る
。

『
末
』
と

は
、
左
京

の
東
西
に
通
ず

ゐ
路
が
東
京
極
大
路
を
越

え
て
直

線
的

に
東

へ
延

び

た
延
長
部
を
指
し
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
章

明
親

王

の
邸
宅
は
、

一
条

末

路

の
南
、
京
極
大
路

の
東
、

つ
ま
り
後
に
東
北
院
が
移
建

さ
れ
た
地
に
存

し
た

注
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こ
と
が
わ

か
る

の
で
あ
る
」
と
解
読
し
て

い
る
。

い
ま
順

の
詩
序
に

い
う

「
洛

城
以
東
」

の

「
都
督
大
王
之
深
宮
」
と

は
、

こ
の
邸
を
さ
す
も

の

と

み

て

よ

い
。
さ
ら
に

つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
左
京

の
京

極
と
賀

茂
川

の
間
に
あ

っ
て
、

堤
中
納
言
と
よ
ば
れ
た
兼
輔
邸
と

の
関
係
が
無
視

で
き
な

い
。
兼

輔
は
女

の
桑

子
所
生

の
皇
子

に
邸
を
伝
領
し
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

窓
外
を
望
む
と
、

い
た

る
と

こ
ろ
に
春
風
が
吹
き
、
鶯

は
谷
に
か
え
る

の
を

忘
れ
、
蝶

は
林
に
も
ど
る

の
を
忘
れ
て
と
び
ま
わ

っ
て

い
る
。

こ
こ
に
大
王
は

座
客
に
命
じ

て

「
今
年
又
有
レ
春
」

の
詩
を
賦
せ
し

め
ら
れ
た
。

ま

こ
と
に
ゆ

え
あ
る

こ
と

で
あ

る
。
日

は
既
に
西
に
傾
き
、
邸

で
は
い
ま
楽
た
け
な
わ

で
あ

る
。
あ

る
い
は
杯
を
手
に
し
た
ま
ま
清
談
に
ふ
け
り
、
あ
る

い
は
琴
を
嘸
し
て

朗
詠
し
て

い
る
ー

順

は
、
章
明
親
王
邸

の
詩
宴

の
風
景
を
、

こ
ん
な
ふ
う
に
え
が

い
て

い
る
。

ル

ニ

ハ

ニ

シ

ニ

ス
ル

ヲ

ハ

テ

タ
リ

ニ

「
帰
ン
谿
歌
鶯
更
逗
二
留
於
孤
雲
之
路

一

辞

ン
林
舞
蝶

還
翩
二
翻
於

一
月
之

花

こ

の

一
節
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
(巻
上

閏
三
月
)

に
み
え
る
と
こ
ろ
。
『
新
撰
朗

ニ
ハ
チ

ソ
ヘ

ノ

レ
キ

ヲ

ニ
ハ

タ

ム

ノ

ヲ

詠
集
』

で
は
、
「案

頭
則
添
三
二
十
行

之
暦
日

一

窓
前
亦
望

二千
万

里
之
春
風

こ

ケ
ィ
ス
ル
コ
ト
ヲ

ケ
イ

シ
ヤ
シ

ロ

リ
ヤ
ウ
ノ

(閏
三
月
)
及
び

「
漢
.景

帝
之

十
有

三
子

最
弟

謝
二
其
系
サ
名

ヲ

梁
孝
王
之

一
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ク

ワ

ソ

シ

レ
ノ

カ

ソ

.
ノ

ム

コ
ト

ヲ

o

曲

二観

平
台

一

誰
人
聞

二其
好
ツ
学
L

(親
王
付
王
孫

「系
」
は

『
本
朝
文
粋
』
に
「忝
」

と
す
る
)
の
二
節
が
採
ら
れ

て
い
る
。

ま
た
、
『
和
漢
兼
作
集
』

(巻
三
)
に
は
、
こ
の
と
き
順
が
賦
し
た
詩

の

一
節
が

残

さ
れ

て
い
る

(
同
集
の
引
用
は
、
『図
書
寮
叢
刊

平
安
鎌
倉
未
刊
詩
集
』
に
よ
る
)
。

今
年

又
有
春

風
暖
嵩
煙
重
巻
翠

月
明
洛
水
再
沈
珠

こ
の
句

は
、

『
新
撰
朗
詠
集
』

(閏
三
月
)
に
も

み
え
る
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
た
び

の
順

の
詩
序
及
び
詠
詩
が
、
高

い
評
価
を
え

て
い
た
こ
と
を
う

か

が

い
知

る
こ
と
が

で
き

る
。

順
と
章
明
親
王
と

の
関
係

に
つ
い
て
、
特
筆
す

べ
き

こ
と

は
い
ま

の
と

こ
ろ

見
出

せ
な

い
。

し
か
し
、
ω

の
重
明
親
王

の
場
合
、
後
年

(天
元
二
年
〔
九
七
九
〕

三
月
)
の
盛
明
親

王
の
場
合

(
『本
朝
文
粋
』
巻
十

詩
序
三

木

「暮
春
陪
二上
州

大
王
池
亭
一

同
賦
度
・水
落
花
来

応
・
教
」)
、

あ

る
い
は
代
明
親

王
の
子
、

源
重

光

・
保
光

・
延
光

三
兄
弟
と

の
場
合

(③
項
参
照
)、
就
中
、
源
高
明

の
場
合
な

ど
、
醍
醐

帝
の
皇

子

・
王
孫

た
ち
と
の
交

渉
を
想
起
す
る
と
、

こ
の
章
明
親

王

の
揚
合
も

、
高

明
に
近
い
源
氏
出
身

の
文

人
と
い
う
立
場
が

考
慮

さ
れ
て
し
か

る
べ
き

で
あ

ろ
う

。

⑥

三
月

三
日
、
源
高
明

の
池
亭

に
お

い
て
、
「
花
開
已
匝
レ
樹
」
と

い
う
詩

題

の
も
と
に
詩
宴
が
ひ
ら
か
れ
、
そ

の
詩
序
を
草
し
た
。

こ
の
詩
宴

の
年

時
を
推

定
す

る
手
掛

り
は
、
高

明
が

「
応
和
大
納
言
」
と
よ

ば

れ
て

い
る

こ
と
、

コ
尸
部
郎
中
順
」
と
名
乗

っ
て

い
る

こ
と
、

の
二
点
で
あ

る
。
高
明

の
任

大
納

言
は
天
暦

七
年

(九
五
三
)、
康
保

三
年

(九
六
六
)
に
右
大

臣
に
転

じ
て
い
る
。
康
保

元
、

二
年
現
在

は
ま
だ
大
納
言

で
あ

っ
た
わ
け

で
あ

る
が
、
そ

の
時
点

で

「
応
和

(九
六

一
～
九
六
四
)大
納
言
」
と

い
う

の
は
不
自
然

で
あ

る
か
ら
、
応
和
年
中

の
出
来
事
と

み
て
よ
い

(応
和
四
年
が
、
改
元
さ
れ
て
康

保
元
年
に
な
る
の
が
七
月
十
日
で
あ
る
か
ら
応
和
四
年
も
含
ま
れ
て
く
る
)
。
と

こ
ろ

で

「
戸
部
朗
中
」
と

い
う

の
は
、
民
部
丞

の
こ
と
。
順
が
民
部
少
丞
と
な

っ
た

の

は
、
応
和

二
年
。
翌

三
年

に
民
部
大
丞

に
な

っ
て
い
る
。

コ
尸
部
朗
中
」
に
た

い
し
て

「
戸
部
員
外
朗
」
と

い
う
唐
名
も
み
え

(
『拾
芥
抄
』
)、

こ
れ
が
少
丞
に

あ

た
る
の
で
あ

ろ
う
。

よ

っ
て
、

「
戸
部
朗
中
順
」
と

い
う
表
現
か
ら
、
応
和

三
年
以
降

の
こ
と

に
な

る
。

こ
れ
を

「
応
和
大
納
言
」
と

つ
き
あ
わ

せ
る
と
、

応
和

三
年
も
し
く

は
四
年

の
三
月

三
日
に
限
定
さ
れ
て

こ
よ
う
。
さ
ら
に
補
足

を
加
え
れ
ぽ
、
応
和

二
年

の
三
月

三
日
に
は
、
曲
水
宴
が
ひ
ら
か
れ
、

「
仙
桃

夾
岸
開
」

の
題

で
、
侍
臣
た

ち
に
詩
を
献
ぜ
し

め
て
お
り

(『
日
本
紀
略
』
)
、
中

宮

の
安
子
が

「
女
装
束
絹
」
を
侍
臣
に
賜
わ

っ
た
記
録

(
『西
宮
記
』
)
も
残
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
そ

の
と
き
西
宮
池
亭

で
の
詩
宴
を
想
定
す
る

の
は
適

切
で
は
な

い
。
そ
れ

に
た

い
し
、

三
、

四
年

で
は
、
「
御
燈

(天
皇
が
燈
火
を
北
辰
に
奉
る
北

斗
信
仰
の
行
事
)」

の
記
録
、
そ

れ
に
三
年

に
は
村
上

天
皇

の
和
歌
詠
作

の
こ
と

(『新
千
載
和
歌
集
』
巻

一

春
上

八
六
)
が
知

ら
れ

る
け
れ

ど
も
、
私
邸

で
の
雅

遊

の
想
定

を
妨
げ

る
も

の
で
は
な
い
。

右

の
よ
う
な
次
第

で
、

三
月

三
日
の
高
明
邸

で
の
詩
遊

は
、

応
和

三
年

(九

六
三
)
か
四
年

の
こ
と
と
推
定
し
う

る
こ
と
に
な

る
。

永
寧
坊

の
中

に
仙
宮
が
あ
る
。
風
景
ま

こ
と

に
め
ず
ら
し
く
、
水

の
流
れ

は

清
く
う

つ
く
し

い
。
東
に

は

「
延
喜
之

長
公
主
」
が
、
錦

の
帳
を
巻
き
、
珠

の

簾
を
た
れ
て
お

い
で
に
な
り
、
西
に
は
、

「
応
和
大
納
言
」
が
、
月
を
め

で
、
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花
を
み
る
台
閣
を
建
て
な
ら
べ
て
い
ら
れ
る
ー

「
延
喜
之
長
公
主
」
と
は
、
都

子
内
親

王
の
こ
と
で
あ

ろ
う

。
高

明
の
同
母

の
姉
妹
と
し
て
は
、
勤
子
内
親
王

(天
慶
五
年

〔九
四
二
〕
廃
)、
雅

子

内

親

王

(
天
暦
八
年

〔九
五
四
〕
薨
)
、
源
兼

子

(
天
暦
三
年

〔九
四
九
〕
薨
)
ら
が

い
た
が
、

.
こ
の
と
き
存
命

で
あ

っ
た
の
は
、
都

子
内
親

王
だ
け

で
あ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

都

子
内
親

王
は
、
醍
醐

天
皇

の
第

六
皇
女
、
天

元
四
年

(九
八

一
)
十
月

二
十

一

日
、

七
十

七
歳

で
薨
じ
て
い
る

(『
日
本
紀
略
』
)
か
ら
、
延
喜

五
年

(
九
〇
五
)
の

生
れ

、
こ
の
と
き
、

五
十
九
歳

か
六
十
歳

に
な

っ
て
い
た

は

ず

で

あ

る
。

一

方
、
高
明

は
、
延
喜
十

四
年

(九

一
四
)
の
所
生

で
あ

る
か
ら
、

五
十
歳

か
五
十

一
歳
、
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

西
宮

は
、

「
四
条
北
、
朱
雀
西
」
.(
『拾
芥
抄
』
)

の
地
に
あ

っ
た
。
現
在

の
壬

注
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リ
ノ

生
森
町
と
壬
生
神
明
町

の
付
近

で
あ

る
。

「
往
年
有
一二

東
閣

一

華
堂
朱
戸

ニ

レ

竹
樹
泉
石

誠
是
象
外
之
勝
地
也
」
と
慶
滋
保
胤
が

「
池
亭
記
」

の
中

で
述
べ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

つ
い
で
詩
序
は
、

「古

老
伝
日
」

と
、
西
宮

の
古

伝
承
を
語

る
。
こ
の
地
は

昔

の
持
主
が
富

み
奢

っ
て

「
買
レ巌
為

レ
山
、
浸
レ
塩
成
レ
海
」

し
た

も

の

と

い

注
20

う

。
そ
の
面

影
は
い
ま
も
残

り
、
古

老
の
言
の
偽

り
で
な
い
こ
と
が

わ
か
る
ー

i

か
く

し
て
、
時

に
三
月
三
日
、
と

「花
開

已
匝
レ
樹
」

の
詩
題

に
ふ
さ

わ
し

い
西
宮
邸

の
花

の
描
写
が
展
開

さ
れ

る
の
で
あ

る
。

テ

ニ

シ
テ

ク

マ
リ

こ
の
詩
宴

は

「
於
ン
是
朱
衣
緑
袍

(五
位
六
位
)、
前
後
自
二
朝
市

一而
漸
集
」
と

あ

る
よ
う

に
、
高
位
高
官

で
主
体

で
あ

る
の
で
は
な
く
、

五
位
六
位
と

い

っ
た

人

々
が
中
心

で
あ

っ
た
ら
し

い
。
源
高
明
を
主
人
と
仰
ぐ
、
大
納
言
高
明
傘
下

の
人

々
の
私
宴

で
あ

っ
た
と
読
め
る
。
さ
れ
ば

こ
そ
、
順
が
、
自

分
が

昔
か
ら

高

明
に
親
し
く
仕
え
、
今
も

詩
遊

の
席

に
連

な

る

感

慨

を
、

ヒ

ヲ

シ

ク

リ

ヲ

者

本

亜
相
之
僕

夫
也

。
紋
綺

払
レ
露

昔
久
執

二竹
馬
之
鞭

一

リ

ニ

ヒ

ヲ

ジ

ヲ

ジ
テ

ニ

ズ
ト

ヲ

フ

今
猶
陪

二花
鳥
之
席

一

思
レ
古
感
レ
今

応
レ
教
献
レ
序

云
レ
爾
」

け

で
あ

ろ
う

。

コ
尸
部
郎
中
順

シ
テ

ナ
ラ
ソ
ト

鬢
髪
欲
レ
霜

と
記

し
え
た
わ

Gり

康
保

元
年

(
九
六
四
)
以
前

の
三
月
、

「
浄
闍
梨
」

の
洞
房
に
お

い
て
、

「
花
光
水
上
浮
」

の
詩
序
を
草

し
た
。

「
浄
闍
梨
」
と

は
、
通
説

で
は
、
三
善
清
行

の
子
浄
蔵

の
こ
と
と
み
ら
れ
て

注
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い
る
。
康
保
元
年
十

一
月

二

十

一
日

に

「
大
法
師
浄
蔵
卒
于
東
山
雲
居
寺

」

(
『
日
本
紀
略
』
)

と
あ
り
、
七
十
四
歳

で
あ

っ
た

(『
大
鏡
裏
書
』

『
一
代
要
記
』
)
、

と

い
う
。
ち
な
み
に
、
順
と

は
二
十
歳
ほ
ど

の
年

齢
差
と
な
る
。

「祇
陀

園
之

ナ
リ

ナ
リ

南

花
微
妙

風
芬
馥
」
と
あ
る
よ
う
に

「浄

闍
梨
」

の
洞
房
は

「祇
陀
園
之

南
」
に
あ

っ
た
が
、

一
方

、
雲
居
寺
は

「
華
園
向
、

祇
薗
南
」
(
『拾
芥
抄
』
下
)

に
あ

っ
た
と

い
い
、

場
所
と
し
て
は

一
致
す

る
。
い
ま
の
高
台
寺

の
辺

り

(『京

ヘ

へ

都
府
地
誌
』
)

で
あ
る
。

'「
浄

闍
梨
」
と

は
、
浄
蔵

の
こ
と
と

み
て
よ
い
だ

ろ
う

。

で
は
、
そ

の
宴
遊

は
、

い

つ
の
こ
ろ
と
考

え

う

る

か
。

『
拾
遺
往
生
伝
』

(巻
中

一
)
で
は
、
「
又
天
暦
年
中
、
大
法
師
寄
宿

八
坂
寺
」

し
て
い
て
、
傾

い

た
八
坂
の
塔

を
、
加
持

の
力

に
よ

っ
て
直

し
た
と

い
い
、

「
又
天
暦
年
、
大
法

師
住

八
坂
寺
」

し
て
い
た
が
、
押

し
入

っ
た
強
盗
た
ち
が
、
浄
蔵

の

一
喝
に
、

木

の
よ
う

に
か
た
く
な

っ
て
動
け
な
く
な

っ
た
、
と

い
う
。
天
暦
年
中

(九
四

七
-
九
五
六
)

に

は
、

八
坂
寺
に
住
し
て

い
た

こ
と
に
な
る
。

雲
居
寺

に
移
り

注
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住

ん
だ

の
は
、
浄

蔵

の
晩
年

で
あ
ろ
う
。
し
乳
ガ

っ
て
、
浄

蔵

の
な
く
な
る
ま

で

の
、
天
徳
応
和
年
間
(九
五
七
～
九
六
四
)
、
と

く
に
そ
の
後

半
の
可
能

性
が
強

一
11
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い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ω

項
で
注
意
を
促
し
て
お

い
た
が
、
こ

の
と
き

の
詩
題

は
、
応

和
元
年

(九
六

一
)
三
月
五
日
の
冷
泉
院
に
お
け
る
花
宴

の
詩

題
と
同
じ

で
あ

る
。
こ
れ
は
偶

然

で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も

何
ら
か

の
関
連
が

あ
る
の
か
。

い
ま
、
浄
蔵

の
晩
年

、
そ
れ
も

応
和
年

間

の
可
能

性
を
考
慮
す

る
と
、
花
宴

の

詩
題
を
意
識

し

つ
つ
愉

し
ま
れ

た
も

の
か
、
と
想

っ
て
も
み
る
。
し
か
し
、
両

者

の
関

係
を
最

終
的
に
判

断
す

る
す

べ
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
見

出
せ
な

い
。

暮
春
、
浄
蔵

の
洞

房
に
、
僧
俗
相
会

し
て
、

「花
光
水
上
浮
」

の
詩
題

の
も

と

に
詩
宴
が
行

な
わ
れ
、
管
弦

の
音
が
響
き
、
な

か
で
も
笙
を
見
事

に
吹
く
少

年
が

い
て
、
人

々
の
心
を
蕩

か
せ
た
と

い
う
。

浄
蔵

に
は
二
人

の
子
ど
も
が
あ

っ
た
。

一
人

は
出
家

し
て
才
芸
修
験
、
人

に

異
な

る
も

の
が
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
修
業

の
途
次
早
く

に
亡
く
な

っ
た
。
も
う

一
人

は
、

「
天
暦
之
代
、
幼
少
昇
殿
、
寵
幸
殊
甚
、
随
分
管
弦
、
頗
以
無
恥
」

注
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ニ

リ

ク
コト
ヲ

ナ
リ

ヘテ

(
『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
)
と
あ

る
。

「
中
有
二
一
児

一吹
ゾ
笙
絶
妙

伝
二
綟
嶺
之

一

ヲ

タ

リ

ニ

曲

一

似
二
潘
岳
之
再
生

一」
と
順

は
記
し
て

い
た
。
管
弦

の
な
か

で
も
、
コ

児
」

の
活
躍
ぶ
り
を
、
な
ぜ
順
が
記

し
た

か
わ

か
ら
な

い
。
だ
が
、
そ
れ
が
浄
蔵

の
子

息

で
あ
る
と
す
れ
ば
得
心
が
ゆ
く
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
前

提

に
す
れ
ば
、
こ
の
宴
…遊
の
時
期
を
、
さ
き

に
示
し
た
推
測
よ
り
早

め
、
天
暦
か

ら
天
徳

の
は
じ

め
く
ら

い
ま
で
に
想
定
す
る

の
が
ふ
さ
わ
し
く
な

っ
て
く
る
。

だ
が
、

こ
こ
で
は
、

こ
の
よ
う
な
推
測
も
で
き
る
と
い
う

示
唆
に
と
ど
め
る
。

浄

蔵
は
、
顕
密
、
悉
曇
、
管

弦
、
天
文
、
易
道
、
卜
筮
、
教
化
、
医
道
、
修

験
、
陀
羅

尼
、
音
曲
、
文
章

、
非云
能

の
諸

道
に
通
じ
、
卓
越

し
た
技
倆
の
持

主

で
あ

っ
た

(
『拾
遺
往
生
伝
』
ほ
か
)
。

こ
の
よ
う

な
浄
蔵
が
詩
宴

を
催

し
た
こ
と

に
不
思
議

は
な

い
わ
け
で
、

順
は
そ
う

し
た
席

に
招

か
れ
、
詩
序
を
草

し
て
い

る
わ
け

で
あ

る
。
浄
蔵

の
母
が

「
嵯
峨
皇
帝
孫
也
」

(『拾
遺
往
生
伝
』
)

と

い
う

血
縁

に
注
意
さ
れ

る
け
れ
ど
も
、
⑨

に
み
る
よ
う

に
勧
学
会
に
関
係
が
あ

っ
た

か
と
推
測
さ
れ
る

こ
と
、

あ
る

い
は
、

「
夏
日
與
二
王
才
子

一

過
二
貞
上
人
禅

「房

一

翫
一一庭
前
水
石

一叙
」
(『本
朝
文
粋
』
巻
八

詩
序

一

山
水
)
、

コ
ニ
月
尽
日

遊
二
五
覚
院

一同
賦
二
紫
藤
花
落
鳥
関
関

こ

(『
本
朝
文
粋
』
巻
十

一

詩
序
四

草
)

な
ど
、
順
が
、
僧
俗
相
会
す
る
よ
う
な
場
に
よ
く
出
入
り
し
、
詩
序

を
草

し
た

り
し
て

い
る
、
そ

の
よ
う
な
例
と
し
て
本
項
の
場
合
も
み
て
お
き

た
い
。

レ
バ
ハ
ン
ト

ヲ

ト

チ

ス

ヲ

け
い
タ
リ

レ
バ

ハ
ン
ト

ヲ

ト

な
お
、

「
欲
レ
謂
二
之
水

一則
漢
女
施
レ
粉
之
鏡

清
瑩

欲
レ
謂
二
之
花

一亦
蜀
人

フ

ヲ

さ
ん

タ
リ

濯
ン
文
錦

粲
爛

こ

の

一
,節
が
、
文
時

の
花
宴

の
折

の
詩
句

に
続

い
て

『
和
漢
朗

詠
集
』
(巻
上

花
付
落
花
)
に
採
ら
れ

て
い
る
。

㈲

戸
部
省
侍
郎

以
下
の
人

々
が
、

公
務

か
ら

の
帰
途
、
神
泉
苑
を
訪
れ
、

詩
遊

、
そ

の
詩
序
を
草
す
。

カ
ニ

ル

ヲ

ニ

ス

「
戸
部
省
侍
郎

以

下

偸
取

二暇
予

于
其
間

一」
あ
る

い
は

「
退
食
自
ン
公
」

の
句

か
ら
、
順
が
、
戸
部
省

11
民
部
省
務

め
の
こ
ろ

の
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
が

わ
か
る
。
順

は
、
応
和

二
年

(九
六
二
)
正
月

二
十

二
日
に
民
部
少
丞
に
、
翌
三

年
正
月

二
十

八
日
大
丞

に
転
じ
、
康
保

三
年

(九
六
六
)
正
月
七
日
、
下
総
権
守

に
任

℃
ら
れ

る
ま

で
、
そ

の
任
に
あ

っ
た
。

「
冬
日
」
と
あ
る

の
で
、
右

の
詩

序

は
、
応
和

二
年

(九
六
二
)
か
ら
康
保

二
年

(九
六
五
)
ま

で
の
成

立

と

み

う

る
。
順
が

五
十

二
～

五
十

五
歳

の
こ
ろ

に
あ
た

る
。

戸
部
省
侍
郎
と

は
、
民
部
大
輔

の
こ
と
。
時

の
民
部
大
輔

は
誰

で

あ

っ
た

か
。

『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
源
保
光

が
、
天
暦
八
年

(九
五
四
)
十
月
二
十

二
日
民
部
大
輔

に
任

ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
後

の
履
歴

を

た

ど

る

と
、

「
同
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へ

(天
暦
)
十
正
次
侍
従
、
天
徳

二
正
卅
兼
紀
伊
権
守

応

和
三
正

七
従

四
上
、
四

+
、
康
保

三
正
卅
右
中
弁
、

同
三
九
十

七
左
中
弁

…
…
」

と
あ

る
よ
う

に
、

い

ま
該
当
す

る
時
期

(応
和
二
年
か
ら
康
保
二
年
ま
で
)
に
お
い
て
引
き
続
き
民
部
大

輔

の
任

に
あ

っ
た

こ
と
を
知

る
。
民
部
大
輔

は
定
員

一
名

で
あ
り
、
源
保
光
と

み

て
よ

い
。
保
光

(
延
長
二
年

〔九
二
四
〕
～
長
徳
元
年

〔九
九
五
〕
)
の
、

三
十

一

～
四
十

二
歳
当
時
に
あ
た
る
。
保
光
は
、

い
わ
ゆ
る

「
三
光
」
、
重
光

・
保
光

・

延
光
三
兄
弟

の

一
人
で
あ

っ
て

(③
項
参
照
)
、

兄
弟

の
中
で
は
、
彼
だ
け
が
文

章

生
出
身

で
あ

っ
た

(『
二
中
歴
』
第
十
二

詩
人
歴
)
。

ち
な
み
に
時

の
民
部

卿
は
、
大
納

言
藤
原
在
衡

で
あ

っ
て
ヤ

七
十

一
～

七
十

四
歳

と
高
齢

で
あ

っ
た
。

冬

日
、
民
部
大
輔
源
重
光
を

は
じ

め
、
人

々
は
公
務

の
暇
を

ぬ
す

み
、
朝
廷

注
24

か
ら

の
帰
り
、
神
泉
苑
を
訪
れ
、
し
ば
し

の
詩
遊
を
た

の

し

ん

だ
。
序
中
、

ノ

ノ

ニ

シ
ク

ク

し
や
こ
ノ

ノ

ニ

わ
つ
か
ニ
レ
リ

「
梧
楸
影
中

一
声
之
雨
空
灑

鷯
鴣
背

上

数
片
之
紅
纔
残
」

の

一
節

は
、

『
和
漢
朗
詠
集
』
(巻
上

落
葉
)

に
み
え
て

い
る
。
ま
た

『新

撰
朗
詠
集
』
に

「鬟

鰐

押
・髴

驚

、
鶩

夙

染

演

紅
、
鰈
下
風
枝
疎
」
と
あ
る
の
は
・

こ

の
と
き

詠
ん
だ
詩

の

一
節

で
あ

ろ
う

。

こ
こ
の
詩
遊

は
、

い
う
ま

で
も
な

い
こ
と
だ
が
、
宮
中

の
行
事

に
位
置
づ
け

ら
れ

る
晴
儀

の
そ
れ

で
も
、
ま
た
貴
顕

の
主
催
す

る
そ
れ

で
も
な

い
。
民
部
大

テ

ヲ

ス

ヲ

輔
と
そ

の
下
僚
た
ち
に
よ
る

「
以
レ
文
会
レ
友
」
と

い
う
集
ま
り

で
あ
る
。
晴
儀

の
本
格

的
な
格

式
に
比
べ
る
と
、
同
好

の
人

々
の
自
発
性
に
支
え
ら
れ
る
点

の

多

い
詩
遊

で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
ま
た
よ
り
凝
縮
し
た
か
た
ち
で
み
や
び

の
わ
ざ

が
競

わ
れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

こ
の
よ
う
な
文
事
が
、
村
上
朝

の
文
運

を

下

か
ら
支
え

る
カ
と
な

っ
て
い
た

の
で
あ

ろ
う
。
と
同
時

に
、
逆

に
、

こ
う
し

た
詩
遊

が
、
よ
り
は
な
や
か
な
場

で
の
活
躍
を
目
ざ
し
て

の
切
磋
琢
磨
で
あ

っ

た
と
も

い
え
よ
う

。
そ
う

し
た
仲
間

の
中

で
、

順
は
そ

の
実
力
を
認
め
ら
れ
か

つ
発
揮

し
て
い
る
と

い
う

こ
と
な

の
だ
が

、
あ

ら
た
め
て
当
期
に
お
け
る
順
の

活
躍

の
場
を
考
え

て
み
る
と
、
③

の
詩
合

の
よ
う
な

は
な
や
か

な

例

は

少
な

く
、
私
的
な
繋
が

り
や
引
き
立

て
に
よ
る
活
躍
や
、
格
式

に
か
な
ら
ず

し
も
と

ら
わ
れ
な

い
よ
う
な
場

で
の
活
躍
が
目
だ

つ
わ
け

で
、

一
流

の
場
を
志
向
し

つ

つ
、
現
実

に
は
二
流

の
場
に
甘

ん
ず
る

こ
と

の
多
か

っ
た
と

こ
ろ
に
、
順

の
位

置
と

い
う
も

の
が
暗
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。

⑨

康
保
元
年

(九
六
四
)
三
月
十
五
日
、
大
学
寮

北
堂
の
学
生

た
ち
が
、
叡

注
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山
の
僧

た
ち
と
西
坂
本

の
寺

院
で
勧
学

会
を
は
じ
め
た
。
三
月

・
九

月
の
十

四

日
の
夕
べ
よ
り
、
俗

は
白
楽

天
の
詩
句

を
、
僧

は
法
華
経

の
偈

を
誦

し

つ
つ
集

ま

り
、
翌
十

五
日
の
朝

に
は
法
華
経

の
講
会
を

ひ
ら
き
、
夕

に
は
弥
陀
仏
を
念

じ
、
暁

に
い
た

る
ま

で
、
白
楽
天

の
作
れ
る

と
こ
ろ
の

「
願

ハ
コ
ノ
生

ノ
世
俗

文
字

ノ
業

狂
言
綺
語

ノ
ア
ヤ

マ
リ
ヲ
モ
テ

カ

ヘ
シ
テ
当
来
世

々
讃
仏
乗

ノ

因

転
法
輪

ノ
縁
ト

セ
ム
」
と

い
う
願

の
偈
な
ど
を
誦
し
、
法
華

経
中
の

一
句

を
題
と
し
て
詩
を
作
り
あ

っ
た
と

い
う

(『扶
桑
略
記
』
、
引
用
は

『
三
宝
絵
詞
』
東

寺
観
智
院
本
に
よ
る
)
。
こ
の
運
動

の
中

心
に
慶
滋
保
胤
が

い
た
こ
と

は
よ
く
知
ら

れ
て

い
る
。

と

こ
ろ
で
、

こ
の
勧
学
会

に
順
が
参
加

し
た
ら

し
い
ふ
し
が
あ

る
。

こ
れ

は

も

っ
ぱ
ら
川

口
久
雄
氏

の
説

(
日
本
古
典
文
学
大
系

『和
漢
朗
詠
集

・
梁
塵
秘
抄
』
)

に
よ
る
の
だ
が
。

『
和
漢
朗
詠
集
』
(巻
上

暮
春
)

に

「
劉
白
若

知
今
日
好

応
言
此
処
不
言

一
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り
う
は
く
も

け

ふ

こ
と
ん
な

何

順
」

の
詩
句
が

み
え

る
。

川

口
氏

に
よ
れ
ぽ

「
劉
白
若

し
今

日
の

好

き

こ

と
こ
ろ

い

い
つ

い

し

こ
と
を
知
ら
ま

し
か
ば
、
此

の
処
と
そ
言

は
ま

し
何
く
と

は
言

は

ざ

ら

ま

し

を
」

と
訓
む
。
と

こ
ろ
で
、
そ

の
頭
注

に

朗
詠
鈔

に
、
勧
学
院

に
て
の
作
だ
と

し
る
す
が
、
勧
学
会

の
作

の
誤

で
あ

ろ
う
。
今

日
文
人

た
ち
が
作
文

の
会

を
し
て
暮
春
を
惜

し
ん
で
楽

し
み
を

つ

く

し
て
い
る
が
、

劉
禹
錫
、
白
楽
天
が
も

し
こ
れ
を
知

っ
て
い
た
な
ら
ば
、

か
の
春
深

の
唱
和
詩

に
お
い
て
、

「
此
処
春
深
好

(
こ
の
と
こ
ろ
ぞ
は
る
ふ

か
く
し
て
こ
と
ん
な
き
)」
と

作

り
、
決

し
て

「
何
処
春
深
好

(
い
つ
れ
の
と
こ
ろ
か
は
る

ふ
か
く
し
て
こ
と
ん
な
き
)」

な
ど
と
は
作

ら
な

か

っ
た
で
あ

ろ
う

。

「此

の
処
」

と
は
京
都

の
西
坂
本

で
あ

ろ
う

と

記
す

。
ま
た
こ

の
詩
題

に

つ
い
て

私
注

「
深
春
好

源

順

(
協
燃
縄
鮭
の
)」
。

朗
詠
諺
解

に

「春
深
好
」

と

訂

す

の
に
よ
る
べ
き

で
あ
る

と
す
る
。
詩

題
に

つ
い
て
は
、
柿
村

重
松

の

『
和
漢
朗

詠
集
考
証
』
に
も

「諺

解

の
正
す
所
に
従

ふ
」
と
み
え
る
。

詩
題
が

「
春
深
好
」

で
あ
り
、
暮
春

の
項
に
配
さ
れ
て

い
る

こ
と
、
ま
た
劉

禹
錫
と
白
居
易

の
唱
和
詩
に
も
と
つ
く
と

は
い
え
、
白
楽
天

の
名
が
み
え
る

こ

と
な
ど
、

い
か
に
も
暮
春

三
月
十

五
日

の
勧
学
会
に
お
け
る
詠
詩

の

一
節
に

ふ

さ
わ

し
い
。
既

に
Gり

で
も

ふ
れ
た
よ
う

に
、
順

は
僧
俗
相
会
す

る
よ
う
な
場
に

出
入

り
し

て
も
お

り
、
勧
学
会

に
姿
を

み
せ
た
と

こ
ろ
で
唐
突

で
は
な

い
。
し

か
し
、

い
ず
れ

に
せ
よ
、
状
況
証
拠
と

い
う

に
す
ぎ
な

い
わ
け

で
、

こ
の
よ
う

注
26

な
推
測
が
可
能
だ
と

い
う
域
を
出
な

い
。

ゆ

康
保

三
年

(九
六
六
)
の
夏
、
右
親
衛
源
将
軍
が
、
翰
林
藤
学
士
を
招

い

て
、
初

め
て
論
語
を
読
む
席

に
伺
候

し
、
詩
序

を
草

し
た
。

詩
序

の
冒
頭
、

「
康
保

三
年
夏
」
と
書
き
出
さ
れ

て
お
り
、
そ

の
年
時
、
季

節

は
明
ら

か
で
あ

る
。

右
親
衛
源
将
軍
と

は
、
右
近
衛
権
中
将
源
延
光

の
こ
と
。
延
光

は
、
天
徳

四

年

く
九
六
〇
)
十
月
九

日
右
近
権
中
将

に
任
ぜ
ら
れ
、
康
保

三
年
九
月
十
七

日
に

参
議

に
任

じ
ら
れ

た
が
、

「
中
将
如

元
」
と
あ

る

(『公
卿
補
任
』
)
か
ら
、

こ
の

間
、
引
き

続
き

そ
の
任

に
あ

っ
た
こ
と

を
知

り
う

る
。
延
光
が
、
参
議

に
な
る

前
後

の
出
来
事

で
あ

っ
た

こ
と
に
な
る
。
当
時

四
十
歳

で
あ

る
。

延

光
邸
は

「
び
は
の
い

へ
」

(『源
順
集
』
)
と

よ
ば

れ
た
。
㈲

の

「
天
徳

三
年

闘
詩

行
事

略
記
」
で
右

頭
で
あ

っ
た
延
光
が
、
道
風

を
強
引

に

「秕

杷
家
」

に

連
れ
去

っ
た
と
あ
る
が

、

「枇

杷
家
」
と

は
延
光

邸
の
こ
と
で
あ

る
。

の
ち
に

権
大
納
言
と
な

っ
た

(天
延
二
年

〔九
七
四
〕
)
と
こ
ろ
か
ら
、
延
光

は
枇

杷
大

納

言
と
よ
ぼ

れ
て

い
る
。
と

こ
ろ

で
、
世
に
枇

杷
殿
と
し
て
知
ら
れ
る
邸
宅
に
、

枇
杷
大
臣
藤
原
仲
平
邸
が
あ
る
。
そ

の
所
在
に

つ
い
て
、
『
拾
芥
抄
』
は
、
「
近

衛
南
室
町
東

或
鷹
司
.
南
東
洞
院
西

一
町
」

と
記
し
、

同
書
東
京

図
に
も

こ

ヶ
所
を
記
す
。
仲
平

の
枇
杷
殿

は
、

の
ち
道
長
が
伝
領
、

一
条

・
三
条
両
天
皇

の
里
内
裏

と
な

っ
て

い
る
。

こ
の
枇
杷
殿
と
延
光

の

「
枇
杷
家
」
と
は
同
じ
と

考
え

て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
仲
平
邸

は
、
仲
平

・
師
氏

(枇
杷
大
納
言
と
も
よ
ば

れ
た
)
と
伝
領
さ
れ
、

い

っ
た
ん
源
延
光
に
買

い
取

ら

れ

た

が
、

延
光

の
死

後
、
朝
光

の
手
に
わ
た
り

(『公
卿
補
任
』
に

「薨
于
枇
杷
殿
」
と
あ
る
)
、
そ
れ
か

注
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ら
道
長

の
も

の
と
な

っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
仲
平
は
天
慶
八

年

(
九
四
五
)
に
死
亡
し
て

い
る
が
、
師
氏

は
天
禄
元
年

(九
七
〇
)
七
月
十
四
日

の
死

で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
さ
き
、
天
徳

三
年

(九
五
九
)
の
時
点
で
延

光
は

「
枇
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杷
家
」

に
住

ん
で
い
た

の
だ

し
、

『
順
集
』

に
お

い
て

「
び

は
の
い

へ
」
と
み

注
28

え

る
記
事

は
天
延

三
年

(
九
七
五
)
と
確
定
さ
れ
る
か
ら
。
師
氏

の
枇
杷
殿
を
延

光
が
伝
領
し
た
と

は
考
え
ら
れ
な

い
。
師
氏
が
仲
平

の
枇
杷
殿
を
伝
領
し
た
と

す
れ
ば
、
延
光

の

「枇

杷
家
」

は
別

の
場
所
に
想
定
し
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。

こ
こ
か
ら
は
仮

説
だ
が
、
枇
杷

殿
に
二

ヶ
所

の
伝

承
が
あ

る
こ
と

は
、
そ

の

一
方

が
、
実

は
延
光
邸

で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
『
拾
芥
抄
』

に

「
或
鷹
司
.

南
東
洞
院
西

一
町
」
が
そ
れ

で
は
な

か

っ
た
か
、
と

ひ
と
ま
ず
考
え
て
お
く
。

の
ち
お
ふ

翰
林
藤
学
士
と

は
、
文
章
博
士
藤
原
後
生

の
こ
と
。

後
生

は
、
天

徳

四

年

(九
六
〇
)
四
月
以
来
、
文
章
博
士

の
任
に
あ

っ
た

(三

中
歴
』
第
二

繧

聽

後
生
は
、
天
禄

元
年

(九
七
〇
)
七
月
十
二
日
、
六
十
二
歳

で
世

を
去

っ
て
い
る

(『
尊
卑
分
脈
』
)

か
ら
、
延
喜

九
年

(九
〇
九
)
の
生
れ
、

こ
の
と
き

五
十

八
歳

に

な
る
。

源
将
軍
が
初

め
て
論
語
を
読
ま
れ
た
。
時

の
人

は
、

よ

く

ぞ

下

問
を
恥
じ

ず
、
孔
子

の
遺
訓
を
守

る
も

の
と
思

っ
て
い
よ
う
。
だ
が
、
俗
人

は
論
語

は
幼

学

の
書
、
晩
学
す
る
に
及
ぼ

ぬ
も

の
と
考
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
、
論

語
に
は
奥

深

い
言
葉
が

、
明
珠

の
よ
う
に
ゆ
き

わ
た

っ
て

い
る
と
い
う

こ
と

を
知
ら
な
い

の
だ
。
武
官

た
る
将
軍

は
、
そ

の
武
勇
漢

の
二
十

八
将

を
も

し
の
ぐ
が
、
そ

の

学
も
ま

た
麟
角

の
域

に
ま

で
及

ん
で
、
論
語
を
味
わ
う

に
至
ら
れ
た
-

詩
序

は
、
か
よ
う
に
武
官

で
あ
り
な
が
ら
文
事
を
嗜
も
う
と
す
る
延
光
を
讃

、兄
る
。
延
光

は
、
村
上
天
皇

の
信
任

の
あ

つ
い
人
物

で
あ

っ
て
、
『親

王
儀
式

』

(『
本
朝
書
籍
目
録
』
)
や

『
延
光

記
』

(『
延
光
大
納
言
私
記
』

・
『
大
納
言
延
光
卿
記
』
。

『
延
光
大
納
言
記
』
.
『
延
光
卿
暦
日
記
』
な
ど
も
同
じ
か
)

な

ど
の
記
録

(
い
ず
れ
も

散
佚
)
を
残

し
、

す
ぐ
れ

た
延

臣
で
あ

っ
た
こ
と
を
う

か
が
わ

せ
る
が
、
詩
宴

や
歌
合
に
も
多
く
列
し
て

い
た

こ
と
が
知
ら
れ
、
本

項

の
よ
う
な
行
事

を
主
催

す

る
に
ふ
さ
わ
し

い
人
物
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

ニ

リ

ノ

ト

イ

フ

一
方
、

こ
の
詩
序
を
草

し
た
順

は
、
時

に
五
十

六
歳
。
「
爰
有
二
総
州
員
外
順

者

一」
と
あ

る
よ
う

に
、

こ
の
年

(康
保
三
年
)
の
正
月
、

下
総
権
守
に
任
ぜ
ら

れ
た
ば
か
り
な

の
で
あ

っ
た

(前
号
参
照
)
。

「
昔
匙
南
都
黙
"
雪
ご
生
。
今

貼
東

ニ

ス

ヲ

ナ
リ

ク

ジ

海
指
レ
雲
之
吏
。
学
拙
官
冷
」

と

い
う

の
は
、

蕪

辞
を
奉

る
も

の
の
謙
辞

と
し

て
常
套

で
は
あ

る
が
、
明

ら
さ
ま
に
身

の
嘆
き

を
表
現

し
て
い
る
と

こ
ろ
に
、

そ
う

し
た
表
現

を
許
す
側
と

の
近

さ
が
感

じ
ら
れ
も
す

る
の
で
あ

る
。
後
年

の

こ
と

で
あ

る
が
、
順

は
済
時

の
白
河
院

に
公
卿

・
殿
上
人
が
訪
れ
、
宴
遊
が
行

な
わ
れ
た
際
、

二
度

に
わ
た

っ
「て
詩
序
を
草
し
て

い
る
が
、
そ
う
し
た
際
に
も

延
光
が
同
席
し

て
い
る

(注
11
参
照
)
し
、
延
光
邸

で
の
歌
宴

で
、
順
が
探
韻
を

ま
ね
た
探
字

に
ょ
る
和
歌
を
詠
作
す
る

(注
28
参
照
)
な
ど
、
延
光

と
順
と
は
、

濃

い
関
係
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が

わ
れ

る
。
延
光

だ
け
で
は
な
く
、
延

光

の
兄

で
あ

る
重
光

や
保
光
、
あ

る
い
は
、

三
兄
弟

に
は
甥

に
あ

た
る
具
平
親

王
と
も
親

し
い
関
係

に
あ

っ
た
わ
け

で
あ

る

(③

・
⑧
項
参
照
)
。
な
お
、
白
河

院

に
お
け

る
二
篇

の
詩
序
を

め
ぐ

っ
て
は
、
後
稿

で
と
り
あ
げ
る

こ
と
に
な
る

注
30

が
、
要
点

は
後
藤
昭
雄
氏

の
論
文
に
尽
さ
れ
て

い
る

の
で
、

こ
こ
で
は
贅

言
を

省
く
。

以
上
、
①

か
ら
佃

ま
で
、
年
時

の
判
明
す

る
作
品
や
事
蹟

に
つ
い
て
検
討
を

加
え

て
き

た
。
最
初

に
記

し
た
よ
う

に
、
右

の
事
項

の
み

か
ら
、

.
こ
の
期

の
順

の
文
人
と
し
て

の
全
体
像
を
掴
も
う
と
す
る

こ
と
に

は
限
界
が
あ
る
。
視

点
を

変
・兄
た
作
業

を
用
意
し
た
上
で
論

じ
直
す

こ
と

に
し
た

い
が

、
ω

～
砌

か
ら
う
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'

か
が
わ
れ
る
、
こ

の
期

の
順

の
文
人
と
し
て

の
活
躍
を
、
場

に
注
目
し
て
か

ん

た
ん

に
整
理
し
て
お
く
と
、
次

の
よ
う

に
な

る
だ
ろ
う
。

第

一
は
、
宮
中
を
場
と
す

る
本
格
的
な
盛
儀

の
場

で
の
活
躍
が
確
認
さ
れ

る

の
が
、
㈲

の
詩
合

に
と
ど
ま

る
こ
と
。
ω

の
花
宴

へ
の
参
加

は

認

め

ら

れ

る

が
、
そ

こ
で
の
活
躍

は
確

か
め
る
こ
と
が

で
き

な
い
。
こ
の
種

の
宮
中
行
事

へ

の
参

加
は
、
確
認

こ
そ
で
き

な

い
が

、
必
ず

や
あ

っ
た
ろ
う
し
、
詩
を
賦
す
機

会
も

多
く
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が

自
然

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
場
で

の
活
躍
は
伝
え
ら
れ
て

い
な

い
わ
け

で
、
③

の
よ
う
な
事
例

は
数
少
な
か

っ
た

と
判
断
さ
れ
る
。

第

二
は
、
親
王
や
醍
醐
系
源
氏

の
主
催
す

る
場

で
の
活
躍
が
目
立

つ
こ
と
。

O

●
竕

●
の

.
樹

な
ど
が
そ
れ

で
あ

っ
て
、
高
明
邸

で
の
詩
宴

(㈲
)
は
も
と

よ

り
、

い
ず
れ

の
場
合
も
、
源
罠
出
身

の
文

人
と

し
て
、
格
別

の
引
き

立
て
が
想

定

さ
れ

る
と

こ
ろ
に
注
意

さ
れ

る
。
③

の
詩

合
の
抜
擢

の
背
景

に
も
、
そ
う

し

た
事
情
が
う

か
が

わ
れ
た
わ
け
で
あ

っ
た
。

第

三
に
、
貴

族
摺
紳

の
主
催
す
る
詩
遊
と

は
離

れ
た
、
仲
間
う
ち

の
場
で

の

も

の
と
し
て
、
⑧
が
あ
り
、
僧
俗
相
会
す

る
よ
う
な
場

で
の
活
躍
や
参
加
が
、

ω

・
⑨
に
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
⑧

は
、
そ

の
頭
が
源
保
光

で

あ

っ
た
か

齟

ら
、
第

二
と

の
関
連

を
認
め
る

こ
と
も
で
き
る
。

第
四

に
、
順
個
人

の
内
発
性

に
よ
り
多
く
支
え
ら
れ
た
仕
事
と

し
て
②
が
あ

る
、
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

い

前
稿
に
お

い
て
、

こ
の
期

の
官
人
ど
し

て
の
順

に
つ
い
て
考
、兄
て
み
た
が
、

そ

の
結
果
、
文
章
生
出
身
後
、
順
が
官
人
と

し
て
歩

ん
だ

コ
ー
ス
は
、
文
章
生

あ
が

り
の
官
人
が

た
ど

る
し

か
る
べ
き

コ
ー
ス
で
あ

っ
て
、
そ

の
限
り

で
は
、

抜
擢
と

か
不
遇
と

か
の
評

を
あ

て
は
め
る
の
は
あ

た
ら
な

い
。
そ
れ
よ
り
も
文

章

生
と

な
る
の
が
遅
れ
、
そ

の
た
め
よ
り
本
格
的
な
儒
職
と

し
て
の
キ
ャ
リ
ア

を
積

む
こ
と
が

で
き
ず
、

し
か
も
官
人
と

し
て
の
出
発
が
遅
れ

る
こ
と

に
よ

っ

て
、
し
か
る
べ
き

官
途
を
た
ど

っ
て
は
い
て
も

不
遇
の
思
い
が

つ
き

ま
と

っ
て

い
た

の
で
あ
ろ
う
、
と
論

じ
た
。

こ
の
時

代
、
漠

然
と
考
え
る
以
上
に
、
官
僚

社
会
的
な
枠
組

は
輩
固
な
も

の
が
あ

っ
た
と
お
ぼ

し

い
。
順

の
才
能

の
如

何
に

か
か
わ
ら
ず
、
彼

は
中
流
官
人

で
あ

っ
た

の
だ
。

い
ま
、
順

の
ω
～
砌

の
作
品
事
蹟
を
整
理
し
て
み
て
わ
か
る

こ
と

は
、
基
本

的

に
は
、
彼

の
中
流
官
人
と

し
て
の
身
分
が
お

の
ず

か
ら
反
映

し
て

い
る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ

の
才
能

に
ふ
さ

わ
し
く
異
例

の
抜
擢
を
う
け

る
こ
と
が

あ
る
に
せ
よ
、
才
能
が

万
能
で
は
な

い
の
で
あ

る
。
貴
紳

の
場

と
い

っ
て
も
、

ど

こ
か
ら
も
声
が
か
か
る

の
で
は
な

い
。
引
き

た
て
に
よ

っ
で
、
幇

間
的

に
活

躍
が
可
能

で
あ

っ
た

の
だ
。
だ
が
、
仲
間
う
ち
で

は
、
そ

の
力
は
広

く
認
め
ら

れ

て
い
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

一
流

の
場

で
の
活
躍
を
夢
見
な
が
ら
、

二
流

の
場

で
活
躍
す
る

こ
と
が
多
か

っ
た
と

い

っ
て
も

よ
い
。
そ

の
点

は
儒
職

の
キ
ャ
リ
ア
を
積

ん
だ
人

々
の
場
合

と

比
較

し
て
み
る
と

は

っ
き
り

し
て
く
る

こ
と

で
も
あ

ろ
う
。
順

は
満
た
さ
れ

ぬ
思
い
を
か
か
え

て
い
た
は
ず
だ
。
ω
～

10
の
よ
う
な
事
項

か
ら
だ
け

で
は
、

そ

の
全
体
像

を
掴
む

こ
と
が

で
き
な

い
、
と
考
え

る
ゆ
え

ん
で
あ

る
。

ヘ

へ

注

1

「
栖
霞
観

」
あ

る
い
は

「
栖
霞
寺
」

の
表
記

は
、

い
ま

『
本
朝
文
粋
』

の
そ

れ

に
拠
り
、
原
則
的

に
統

一
し
た
。

『
吏
部
王
記
』
や

『菅

家
文
草
』
等

で
は

へ
「棲

霞
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
。

一16
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ガ

ソ
シ

ヲ

ノ

レ

ニ

シ

メ
シ

ヲ

淮
南
之
求
二神
仙

一也

.

一
旦

注

2

「江
都
之
好
二勁
捷

輌
也

七
尺
屏
風
其
徒
高

　
　
テ

ニ

ノ

カ

ア

ル

乗
〆雲
而
何
益
」

の

一
節
は
、
『和
漢
朗
詠
集
』

(巻
下

親
王

付
王
孫
)
に
み
え

る
。

以
下
、

同
集

の
訓
み
は
、
新
潮

日
本
古

典
集
成

(大
曽
根
章
介

.
堀
内
秀
晃

校
注
)
本
を
参
考

に
し
た
。

注

3

前
稿

(「国
文
学
科
報
」
第
12
号
)
に
お
い

て
、

こ
れ
を

「
『吏
部
王
記
』
天
慶
八

年

の
条
」
と
記
し
た

の
は
、

『
花
鳥
余
情
』
(第
+

松
風
)

所
引

の

『
李
部
王

記
』
逸
文

に

「
天
慶

八
年
三
月
廿
七

日
」
と
あ

る
の
に
従

っ
た
も

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
古
代
学
協
会
編

『
吏
部
王
記
』

(史
料
拾
遺

第
三
巻
)
で
は
、
年
時

を

「天
暦
九
年
正
月
十
七

日
」
と
推
定
、
傍
書

し
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
記
さ

れ

て
い
な
い
が
、

こ
れ

は
寛
子

の
卒
去
が
、
天
慶

八
年
正
月

十
八
日

で
あ
り
、

そ
の

「
周
忌
法
会

」
た
る
こ
と
を
考
慮

し
て
の
処
置

で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、

卒
後

ニ
ケ
月
余

の
こ
と
と
す

る
の
は
不
審

で
あ

る
。

一
方

、

「
史
料

纂
集

」
の

『吏

部
王
記
』
で
は
ふ

『玉
類
抄

』
所
引

の
逸
文
に
よ
り
、

「
天
慶
八
年
十
二

月

廿
七
日
」
の
こ
と
と
し
、

さ
ら
に
そ
の
解
説

に
お

い
て
、

『
玉
類
抄
』
に
拠

る

べ
き

こ
と
を
論

じ
て
い
る
。
前
稿

の
年
時

に
誤
り
は
な
い
が
、
期

日
に

つ
い

て
は

「
史
料

纂
集

」
本

に
従

い
た

い
と
考

え
て
い
る
。

注

4

『菅

家
文
草
』
(第
+
二

願
夊
下
)、に
、

菅
原
道
真

の
手

に
な
る

「
為
二両
源

相
公
先
考
大
臣
周
忌
法
会
願

文

寛
平
入
年
八
月
+
六
日
」

と

い
う
願
文
が
み
え

る
。

「
両
源
相
公
」
と
は
、
参
議

で
あ

っ
た
湛
と
昇
を
さ
す
。

「
先
考
大
臣
」

へ

す
な
わ
ち
融
の

一
周
忌
に
、

「
棲
霞
観
」
を
寺
と
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
栖
霞
寺
お
よ
び
清

凉
寺

に

つ
い
て
は
、
塚
本
善
隆

「
嵯
峨
清
凉
寺
史

平
安
朝
篇
-
棲
霞
、
清
凉
二
寺
盛
衰
考
」

(「仏
教
文
化
研
究
」
五
号

昭
30

仏
教

丈
化
研
究
所
、
『塚
本
善
隆
著
作
集
第
七
巻

浄
土
宗
史

・
美
術
篇
』

昭
50
・
11

大
東
出

版
社
)、

佐

々
木
剛

三

『清
凉
寺
』

(招
40
・
3

.中
央
公
論
美
術
出
版
)

な
ど
を
参

照

し
た
。

注

5

「史
料

纂
集

」
本

『吏

部
王
記
』
逸
文

の
う
ち
、

「棲

霞
寺

」
に
言

及
の
あ

る
の
は
五
ケ
所

で
あ

る
が
、
延

長
八
年

(九
三
〇
)、
清
和
第
七
親

王

(貞
辰
)
の

周
忌
法
会

が
修

せ
ら
れ
た
記
事

の
ほ
か
は
、
天
慶

七
年

(九
四
四
)
か
ら
八
年
に

か
け
て
集
中

し
て
い
る
。
親

王
三
十
九
歳

か
ら
四
十
歳

の
こ
ろ
に
あ

た
る
。

注

6

天
暦

三
年

(九
四
九
)
二
月
当
時

、

「大
内

記
従

五
位
下

」
(『類
聚
符
宣
抄
』)
で

あ
り
、

同

四
年
十

一
月

に
は

「
大
内

記
兼
美
濃
介
」
(『大
日
本
史
料
』

一
の

一
八

所
引
の

『仁
和
寺
御
室
御
物
実
録
』)
で
あ
り
、
天
暦
八
年
十
月
に
右
少
弁
に
転
じ
て

い
る

(『二
中
歴
』
.第
二

儒
職
歴
)
か

ら
、
天
暦
七
年
当
時
、
大
内
記

の
任
に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

ヒ

ガ

ヲ

　

ム

ガ

注
7

「
王
朗
八
葉
之
孫

讌
二徐
簷
事
之
旧
草
一

江
淹

一
時
之
友

集
二范
別
駕

ヲ

之
遺
文

こ

の

一
節

が

『和
漢
朗
詠
集
』
(巻
下

文
詞

付
遺
夊
)
に
採
ら
れ

て
い

る
。

『水
言
抄
』

(王
朗
八
葉
事
)

に
、

「
王
朗
八
葉
之

孫
」
と
あ

る
の
は
誰

の

事

か
、
と

の
問

い
に
、
匡
房
が

「
徐
簷
事
集
」
を
見
れ
ば
よ
い
、
詳

し
く

は
覚

え
て
い
な
い
、
と

の
談
話
が
載

っ
て
い
る
。
柿
村
重
松

『
和
漢
朗

詠
集
考
証
』

に
よ
れ
ば
、

「
王
粛

八
葉
之
孫
」
と
す

べ
き

で
あ
る
と
い
う
。

注

8

山
口
博

源
順
論

『
王
朝
歌
壇

の
研
究
ーー
村
上
冷
泉
円
融
朝
篇
1

』
(昭
42

.
10

桜
楓
社
)

注

9

「
ひ
と
ま
ず
」
と
し
た
の
は
、
十
年
説

に
も
問
題
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
天

暦
十
年
に
は
、
維
時

、
朝

綱
と
も
参
議

に
な

っ
で
い
た
か
ら
、
な
ぜ
参
議
と
呼

称
さ
れ
な
か

っ
た
か
、
と
い
う
疑
問

が
ひ
と

つ
に
、
維
時

は
ひ
き
続
き
式
部
権

大
輔

の
任
に
あ

っ
た
が
、
朝

綱
は
す

で
に
左
大
弁
を
辞

し
て
お
り
、
藤
原
有
相

が
左
大
弁

で
あ

っ
た
と
い
う
重
大

な
疑
問

が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
」

幹
が
民
部
大
輔
と
な
る
の
は
、
天
暦
八
年
八
月

に
申
文
を
奉

っ
て
以
降

の
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
(『本
朝
文
粋
』
巻
六

奏
状
中

「請
レ被
下
特
蒙
二天
恩
一兼
中
任

民
部
大
輔
闕
上状
)か
ら
、
ひ
と
ま
ず
十
年
説
に
し
た
が

っ
た
わ
け
で
あ

る
。

た
だ

し
、
官
位
呼
称

に
こ
だ
わ
る
限
り
矛
盾
は
さ
け
ら
れ
な
い
か
ら
、
官
位
呼
称

に

こ
だ
わ
ら
ず
、
史
料
と
し

て
の
信
憑
性
と
い
う
点
か
ら
考

え
て
、

『
日
本
紀
略
』

の
三
年
説

に
拠
る

べ
き
だ
と
論
ず
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

注

10

「七
月

三
日

陪
二第
七
親
王
読
書
閣

一
同
賦

二弓
勢
月
初

三
一
応

レ教
」

(『本

朝
文
粋
』
巻
入

詩
序

一

天
象
)

注

11

「秋

日
遊
二白

河
院

齢

同
賦
二秋
花

逐
〆
露
開

一」

(『本
朝
文
粋
』
巻
+

一

詩
序

四

草
〉

「後

二
月
遊
二
白
河
院

一

同
賦
三花
影

泛
二春
池

一

応
ン
教
」
(『本
朝
文
粋
』
巻

【
17

一



十

詩
序
三

木
)

注

12

「
九
月
尽

日

於
仏
性
院
惜
レ
秋
」
(『本
朝
文
粋
』
巻
八

詩
序

一

時
節
)

注

13

石
川
徹

う

つ
ほ
物
語

の
著
作
年
代

と
作
者

『平
安
時
代
物
語
文
学
論
』

(昭
54

鴇
4

笠
間
書
院
)。
石
川
氏

は
、

吹
上

の
下
巻

で
、
季
英
が
神
泉
苑

の
紅

葉
賀

の
時
に
、
中

島

で
放
島

の
作
文
を
作
り
、
進
士
と
な
る
条
と

の
関
係

に
注

目
し
、

こ
の
と
き

の
経
験
見
聞
が
反
映
し

て
い
.る
と
み

て
、
作
者
順
説

の
傍
証

と
し

て
い
る
。

注

14

迫
徹
朗

監

の
命
婦
を
め
ぐ
る
人

々
と
大
和
物
語

の
成
立

に
関
す
る

一
考
察

『
王
朝
文
学

の
考
証

的
研

究
』

(昭
48

.
3

風
間
書
房
)。
後
藤
昭
雄
氏
も
、
都

督
大
王
11
章
明
親
王
説
を
再
検

討
し
、
追
認
す

る
立
場
を
と
る
。

「
属
文
の
王

卿
」
ー
醍
醐
系
皇
親
ー
(『平
安
朝
漢
文
学
論
考
』

昭
56
・
9

桜
楓
社
)

注

15

前
掲

(注
14
)
論
文
。

.

注

16

岡

一
男

『
道
綱
母
-
蜻

蛉
日
記
芸
術
攷
』

(昭
45
・
10
新
版

有
精
堂
)

注

17

角

田
文
衛

紫
式
部

の
居
宅

『
紫
式
部
と

そ
の
時
代
』

(昭
41
・
5

角
川

書
店
)

注

18

応
和
三
年
三
月
三
日
御
前

の
さ
く
ら

の
花
さ
き

は
じ
め
た
る
を
御
覧
じ

て
、

こ
と
し
よ
り
春
し
り
そ
む
る
と
い
ふ
歌
を
お
ぼ
し
い
だ
し

て
よ
ま
せ
給
う
け
る

/
天
暦
御

製
/

さ
き
そ
む

る
所

が
ら
に
ぞ
桜
花
あ

だ
に
ち
る
て
ふ
な
を
た

つ
な

ゆ
め

注

19

『京
都
市

の
地
名
』

(日
本
歴
史
地
名
大
系
二
七
巻
)

昭
54

・
9

平

凡
社

注

20

『今
昔
物
語
集
』

(巻
二
+
六
の
士

二)

「
兵
衛
佐
上
緒
の
主
、
西
の
八
条

に
於

い
て
銀
を
見
得

た
る
語
」
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

(巻
十

三
の

一・)
「上
緒

の
主

金
を
得

る
事

」
に
よ

っ
て
知
ら
れ

る
伝
承
を
さ
す
か
。

『今
昔

』
に
よ
れ
ば
、

本
主
上
緒

の
主

の
土
地
を
、
南

に
住
む
大
納
言
源
定
が
買

い
と

っ
て
、
南
北

二

町
と
し
た
も

の
が
西
宮

で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
条
、
拙
稿

「
《
源
順
伝
》断
章
ー

若
き

日
の
順
を
繞

っ
て
ー
」

(「国
文
学
科
報
」
第
9
号

昭
56

・
3
)

で
述

べ
た
と

こ
ろ
と
重
な

る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

注
21

『
大
日
本
史
料
』
(第

一
編
の
+

一
)

康
保
元
年
十

一
月
二
十

一
日
の
条
、
平

.

林
盛
得

「
浄
蔵
大
法
師

霊
験
考
序
説

」

『
聖
と
説
話

の
史

的
研
究
』

昭
56

・
7

、吉
川
弘

文
館

、
な
ど
。

蓊

『大
法
師
浄
蔵
伝
』
に
よ
れ
ば
、

「応
和
三
年
夥

恥
蕪

云
、法
師
七
+
□
、

孟
冬
十
月
、
忽
辞
花
洛
、
届
東
山
雲
居
寺
、
即
於
途
中
命
弟
子
云
、
此
山
是
我

終
焉
之
地
也
、
故
今
忿
登
矣
」
と
あ
り
、
死
期
迫

っ
て
か

ら
雲
居
寺

に
移

っ
た

.

よ
う
に
書
か
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
浄

蔵
説

に
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
に
な
る
が
、

『
拾
遺
往
生
伝
』
や

『
扶
桑
略
記
』

の
記
述
と
比
較

し
て
、

該
書
の
潤
色
と
み

て
お
き
た
い
。

注
23

『
大
法

師
浄
蔵
伝
』
に
も
ほ
ぼ
同
意

の
文
章
が
み
え
る
が
、
欠
字

が
あ
る
の

で
該
書
に
よ

っ
た
。

『
拾
遺
往
生
伝
』

に
も

ほ
ぼ
同
様

の
記
述
が
み
え
る
。

し

か
し
、
管

弦
に
関
す

る
記
述
は
み
え
な
い
。

注

24

神
泉

苑
は

「
二
条
南
、
大
宮
西
八
町
、

三
条
北

壬
生
」
(
『拾
芥
抄
』
)

の
地

に
あ

っ
た
。
ま
た
蛇
足

で
は
あ

る
が
、
『
拾
芥
抄
』
に
よ
れ
ば
、

「
以
二近
衛
次

将

一為
二別
当

一」
と
あ
り
、
保
光

の
弟
延
.光
が
、

天
徳

四
年
以
来
、

右
近
権
中

将

の
任

に
あ
り
、
遊
宴

の
便

宜
を
え
ら
れ
や
す
か

っ
た
ろ
う
、
と

の
想
像
も

で

き

る
。

注

25

西
坂
本
の
地
は
、

『大

日
本

地
名
辞
書

』
に

「比

叡
山
の
東
麓

に

坂

本

村

(近
江
国
)
あ

る
に
対

し
此
名
あ
り
、
今

は
用

ふ
る
こ
と

な
し
。
修
学
院
村

及

び
大

原
村
の
旧
号

と
倣
す

べ
き
か
」
と
あ

る
。

注

26

新
潮

日
本
古
典
集
成

『和
漢
朗
詠
集
』

で
は
、

「
日
本
古
典
文
学
大
系
に
勧

学
会

の
誤
と

い
う
が
内
容
か
ら
見

て
疑
問
」
と
述

ベ
ハ.

本
項

の
想
定
に
否
定
的

で
あ

る
。

.

注
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岸
元
史
明

枇
杷
第

の
復
原

『
平
安
京
地
誌
』

昭

49

・
2

講
談
社

注

28

当
該

の
記
事

は

「
大
納
言
源

の
朝
臣

の
ひ
は

の
い

へ
に
て
、
き
く
を
も
て
あ

そ
ひ

て

さ
く
り

て
く
も
し
を
え
た
り
/

う

つ
ろ
は
む
と
き
や
み
わ
か
ん
ふ
ゆ

の
よ

の

し
も

丶
ひ
と

つ
に
み
ゆ
る
し
ら
き
く
」
と
あ
る
も

の
。

延
光

が
権

大

納
言

に
任
ぜ
ら
れ
る

の
が
、
天
延
三
年
(九
七
五
)
正
月
の
こ
と
、
翌
四
年

(貞
元

元
年
)六
月
十
七
日
に
死
去

し
て
.い
る
。
秋

の
記
事

で
あ

る
こ
と
か
ら
、
天
延
三

年
の
も
の
と
確

定
で
き
る
。

ま
た
師
氏
の
任
権
大
納
言

は
、

安

和
二
年

(九
六

九
)
の
こ
と
で
あ

る
。

一」
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注
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『
二
中
歴
』
(『改
定
史
籍
集
覧
』
本
)
に
は

「
藤

俊
生
」

と

あ
る
が
、

「
俊
」

は

「
後
」

の
誤
り

で
あ
ろ
う
。

こ
の
前
後

の
文

章
博
士

と

し

て

は

「
菅

文
時

鑼

摂

「鍍

通
天
徳
三
正
」

「覊

正
蹶
甕

八
」
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
応

和
二
年

・
同
三
年
当
時
文
章
博
士
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

(『類
聚
符
宣

へ

抄
』
九
)、
か

つ
、

「
翰
林
藤
学
士

」
と
称
せ
ら
れ
る
の
は
後

生
を
お
い
て

い
な

い
。
文
章
博
士
在
任

の
ま
ま

な
く
な

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

注
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前
掲

(注
14
)
書
、
「
白
河
院

の
詩
游
匚
。

(本
稿
は
、
昭
和
59
年
度
高
橋
産
業
経
済
研
究
財
団
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果

の

一
部
で
あ
る
)

一19[
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